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『
戚
淳
臨
安
志
』
の
位
置

ー
ー
南
宋
末
期
杭
州
の
地
方
志
編
纂
|
|

は
じ
め
に

筆
者
は
こ
れ
ま
で
、
歴
代
地
方
官
の
治
績
が
地
域
社
会
と
ど
の
よ
う

な
関
わ
り
の
中
で
記
述
さ
れ
、
地
域
意
識
や
地
域
秩
序
に
ど
の
よ
う
に

影
響
を
与
え
た
か
に
つ
い
て
主
に
宋
代
を
対
象
に
検
討
を
行
っ
て
き

た
。
ま
た
、
治
績
記
述
の
成
立
過
程
と
流
伝
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

で
、
中
央
政
府
と
地
域
社
会
が
相
互
に
影
響
を
与
え
つ
つ
、
秩
序
を
形

成
し
て
き
た
姿
を
描
き
出
す
こ
と
を
試
み
た
(
工
。

そ
の
中
で
感
じ
た
の
は
、
分
析
に
用
い
た
治
績
を
掲
載
し
て
い
る
地

方
志
と
い
う
史
料
の
、
史
料
的
性
質
や
成
立
過
程
を
さ
ら
に
詳
細
に
明

ら
か
に
す
る
こ
と
の
必
要
性
で
あ
る
(
2
)
。
地
方
志
は
、
中
国
の
宋
代

以
降
の
伝
統
王
朝
期
に
数
多
く
編
ま
れ
た
、
一
地
域
に
関
す
る
地
理
・

歴
史
・
政
治
・
文
化
文
芸
な
ど
を
包
括
し
た
書
物
で
あ
る
。
文
献
上
で

確
認
で
き
る
書
名
を
全
て
数
え
て
み
れ
ば
宋
代
に
は
約
一

0
0
0種
の

地
方
志
が
存
在
し
た
こ
と
に
な
る
が
、
現
存
す
る
の
は
後
世
復
元
さ
れ

た
も
の
も
含
め
、
約
三

O
種
に
過
ぎ
な
い
。
そ
の
中
で
も
南
宋
末
期
の

戚
淳
年
間
(
一
二
六
五

1
七
四
)
に
杭
州
で
編
ま
れ
た
『
戚
淳
臨
安

士
山
』
は
全
一

O
O巻
と
い
う
大
部
の
地
方
志
で
あ
り
、
そ
の
詳
細
な
記

小

田

章

戦
や
体
例
な
ど
は
後
世
の
地
方
志
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
筆
者
は

こ
れ
ま
で
、
冒
頭
で
挙
げ
た
課
題
に
関
し
、
主
に
治
績
に
つ
い
て
の
記

述
の
豊
富
な
杭
州
の
事
例
を
扱
っ
て
き
た
が
、
こ
の
『
成
淳
臨
安
志
』

の
存
在
が
、
杭
州
の
治
績
記
載
の
充
実
を
大
き
く
支
え
て
い
た
。

『
戚
淳
臨
安
志
』
に
関
し
て
は
、
版
本
流
伝
や
体
例
に
つ
い
て
の
研

究
は
あ
る
も
の
の
、
そ
白
重
要
性
に
比
し
て
、
制
作
過
程
や
背
景
に
つ

い
て
の
歴
史
的
研
究
は
ほ
と
ん
ど
な
い
(
旦
。
そ
の
理
由
は
、
編
者
で

あ
る
潜
説
友
が
当
時
の
専
権
宰
相
で
あ
っ
た
頁
似
道
の
与
党
と
し
て
死

後
批
判
を
浴
び
た
こ
と
、
潜
説
友
が
残
し
た
記
載
が
非
常
に
少
な
い
こ

と
、
そ
も
そ
も
南
宋
最
末
期
の
史
料
が
限
定
的
に
し
か
残
っ
て
い
な
い

こ
と
な
ど
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

『
戚
淳
臨
安
志
』
は
そ
も
そ
も
、
仮
と
は
い
え
首
都
で
あ
る
臨
安
を

描
い
て
お
り
、
「
地
方
」
志
と
し
て
は
特
殊
な
存
在
で
あ
る
。
し
か
し
、

そ
れ
で
も
後
世
の
地
方
志
が
そ
の
体
例
を
模
倣
し
た
よ
う
に
、
そ
の
内

容
に
は
多
〈
由
「
地
方
志
ら
し
さ
」
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
「
地
方

志
ら
し
さ
」
を
つ
く
り
上
げ
た
も
の
は
何
か
、
さ
ら
に
い
え
ば
臨
安
を

「
地
方
」
と
し
て
描
か
し
め
た
理
由
は
何
か
。
本
稿
で
は
近
年
目
南
宋

期
研
究
の
進
展
と
版
本
学
の
知
見
を
生
か
し
な
が
ら
、
『
成
淳
臨
安
志
』



を
分
析
し
、
史
軒
論
と
し
て
の
研
究
の
進
展
を
図
る
。
加
え
て
、
南
宋

最
末
期
に
お
け
る
地
方
志
制
作
自
必
要
性
や
、
『
威
淳
臨
安
志
』
が
後

世
の
地
方
志
の
模
範
に
な
っ
た
理
由
に
つ
い
て
探
り
た
い
。

『
戚
淳
臨
安
志
』
の
編
纂
過
程
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議
論
に
入
る
前
に
、
『
成
淳
臨
安
志
』
申
基
本
的
な
書
誌
情
報
と
版

本
の
流
伝
過
程
を
、
先
行
研
究
を
参
照
し
つ
つ
簡
単
に
整
理
す
る
。

『
威
淳
臨
安
志
』
は
、
成
淳
七
年
(
一
二
七
二
)
八
月
ご
ろ
(
丘
、
知

臨
安
府
事
で
あ
っ
た
潜
説
友
に
よ
り
編
纂
さ
れ
た
。
刊
行
時
は
全
一

O

O
巻
で
あ
っ
た
が
、
現
在
残
る
の
は
残
献
の
九
五
巻
で
あ
る
。
版
本
流

伝
の
過
程
を
み
て
み
る
と
、
元
明
交
替
の
時
点
で
完
全
な
本
は
失
わ

れ
、
明
代
は
残
般
本
が
通
行
し
て
い
た
よ
う
だ
(
5
)
。
そ
白
後
、
清
初

期
に
蔵
書
家
達
に
よ
る
版
本
校
勘
充
補
が
行
わ
れ
、
『
四
庫
全
書
』

に
も
収
録
さ
れ
た
九
三
巻
本
が
成
立
し
た
(
6
)
。
そ
し
て
清
後
期
に
は

さ
ら
な
る
増
補
が
行
わ
れ
、
現
在
通
行
す
る
九
五
巻
本
(
佑
宋
九
六
巻

本
)
が
成
立
し
た
{
7
)
G

以
上
が
基
本
的
な
版
本
の
流
伝
で
あ
る
が
、

そ
の
他
に
静
嘉
堂
文
庫
(
旧
陸
心
源
蔵
)
九
五
巻
宋
刊
紗
配
本
が
存
在

す
る
(
8
)
。

内
容
は
、
九
五
巻
本
に
よ
れ
ば
、
「
行
在
所
録
十
五
巻
、
彊
域
六
巻
、

山
川
十
八
巻
、
詔
令
二
巻
、
御
製
文
一
巻
、
秩
宮
九
巻
、
文
事
武
備
風

土
貢
賦
各
一
巻
、
人
物
十
一
巻
、
中
快
一
巻
、
洞
抱
一
巻
、
園
亭
古
籍

一
巻
、
塚
基
一
巻
、
他
民
祥
異
一
巻
、
紀
遺
十
二
巻
、
中
倣
四
巻
」
で

あ
る

(
9
)
。
宋
代
の
地
方
志
と
し
て
は
分
量
・
内
容
E
も
に
傑
出
し
て

い
る
。
清
白
周
中
学
は
「
乾
道
(
臨
安
)
志
に
数
倍
」
し
、
「
他
の
宋

代
地
方
志
と
地
べ
て
も
詳
細
」
で
あ
り
、
「
後
の
西
湖
志
な
ど
は
そ
の

体
例
を
模
倣
し
た
」
と
す
る
(
叩
)
。

『
戚
淳
臨
安
志
』
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
は
主
に
中
国
の
「
方
志
学
」

の
見
地
か
ら
為
さ
れ
て
い
る
。
林
正
秋
氏
は
、
「
威
淳
臨
安
志
』
は

『
乾
道
臨
安
志
』
に
比
べ
、
行
在
や
詩
文
を
は
じ
め
と
す
る
記
載
を
増

強
し
て
お
り
、
地
方
経
済
(
物
産
・
市
・
商
税
な
ど
)
や
都
市
管
理

(
街
道
・
橋
梁
・
井
戸
・
防
火
)
、
酋
湖
、
人
物
(
治
績
、
人
物
記
載
の

分
類
方
法
)
に
関
す
る
記
載
が
充
実
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
(
日
。

ま
た
、
黄
葦
氏
は
、
そ
の
人
物
記
載
に
「
古
今
を
統
合
す
る
意
図
」
が

あ
る
と
し
、
最
近
の
人
物
を
詳
細
に
、
古
い
人
物
を
簡
略
に
記
載
す
る

傾
向
が
あ
る
と
す
る
。
加
え
て
、
『
戚
淳
臨
安
志
』
の
記
載
の
不
備
と

し
て
、
「
武
備
」
の
項
目
が
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
「
兵
事
」
の
項
目
が

な
い
こ
と
、
「
風
俗
」
「
市
鎮
」
「
物
産
」
な
ど
の
項
目
が
簡
略
に
週
き

る
こ
と
、
な
と
を
挙
げ
て
い
る
(
望
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
地
方
志
と

し
て
の
特
徴
を
分
析
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
地
方
志
が
成
立

し
た
背
景
に
は
触
れ
て
い
な
い
。

『
戚
淳
臨
安
志
』
は
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
南
宋
最
末
期
の
戚
淳
年

間
(
一
二
六
五
自
七
回
)
に
編
纂
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
南
宋
期
に
は

ほ
か
に
も
、
乾
道
五
年
(
一
一
六
九
)
ご
ろ
に
知
府
の
周
涼
に
よ
っ
て

編
ま
れ
た
『
乾
這
臨
安
士
山
』
、
淳
祐
十
年
(
一
二
五

O
)
ご
ろ
に
知
府

四
越
与
欝
に
よ
っ
て
編
ま
れ
た
『
淳
祐
臨
安
志
』
が
存
在
す
る
(
泊
}
。

こ
れ
ら
の
地
方
志
が
既
に
存
在
す
る
中
で
、
『
戚
淳
踊
安
志
』
が
編
ま

れ
る
、
必
要
は
ど
こ
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

『
成
淳
臨
安
志
』
の
編
纂
事
情
を
、
序
と
凡
例
か
ら
検
討
す
る
。
「
序
」

は
、
ま
ず
杭
州
の
歴
史
を
述
べ
、
呉
越
銭
氏
に
よ
る
都
市
建
設
か
ら
始

ま
り
、
そ
の
後
北
栄
町
統
治
下
ー

ι一
ー
入
っ
た
こ
と
、
宋
朝
南
渡
の
顛
難
と
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そ
れ
を
切
り
抜
け
る
足
場
と
し
て
「
臨
安
」
が
成
立
し
た
こ
と
を
述
べ

る
。
そ
の
た
め
、
「
宋
朝
の
三
百
年
間
、
杭
州
の
国
家
へ
の
功
績
は
大

き
か
っ
た
。
祖
宗
の
杭
州
に
対
す
る
恩
徳
も
ま
た
深
か
っ
た
」
と
す

る
。
そ
し
て
、
「
閲
慶
の
小
人
た
ち
が
国
を
誤
り
、
異
民
族
の
襲
来
を

招
い
た
」
と
、
当
時
の
宰
相
丁
大
全
ら
の
責
任
で
モ
ン
ゴ
ル
の
侵
入
を

受
け
た
と
説
明
し
、
そ
れ
を
追
い
払
っ
た
「
太
侍
捧
章
国
公
」
こ
と

『
成
淳
臨
安
志
』
編
纂
当
時
の
宰
相
頁
似
道
の
功
績
を
挙
げ
、
杭
州
に

平
穏
と
繁
栄
を
も
た
ら
し
た
と
称
賛
し
て
い
る
。
ま
た
、
「
杭
州
の
福

は
国
家
の
福
で
あ
る
」
と
、
杭
州
白
繁
栄
が
国
家
全
体
に
及
ぶ
幸
福
で

あ
る
こ
と
を
述
べ
る
。
編
纂
理
由
に
つ
い
て
は
、
前
志
の
「
不
足
や
誤

り
」
を
修
正
増
補
す
る
た
め
で
あ
る
と
い
う
。
ま
た
、
「
冒
頭
に
行
在

所
録
を
置
く
の
は
、
王
室
を
尊
ぶ
も
の
で
あ
る
」
と
し
て
、
臨
安
が
王

室
の
居
住
す
る
都
で
あ
る
と
と
を
強
調
し
、
「
旧
京
」
即
ち
北
宋
時
の

都
で
あ
る
開
封
に
戻
り
た
い
と
い
う
意
図
を
述
べ
て
い
る
。

次
に
、
「
凡
例
」
を
見
る
。
こ
れ
は
、
現
存
す
る
宋
代
地
方
志
に
お

い
て
冒
頭
に
掲
げ
ら
れ
た
唯
一
の
凡
例
で
あ
る
が
、
後
代
の
地
方
志
で

は
凡
例
を
設
け
る
由
が
一
般
化
し
て
い
る
。
「
戚
淳
臨
安
士
山
』
の
凡
例

に
は
七
項
目
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
内
容
を
概
観
し
て
み
る
と
、
「
御

製
御
書
、
行
在
や
朝
廷
儀
礼
、
朝
廷
と
結
び
つ
く
洞
廟
に
関
す
る
記
載

の
記
載
場
所
」
や
、
「
旧
志
で
紛
ら
わ
し
か
っ
た
役
所
名
の
整
理
」
な

ど
、
臨
安
の
宮
廷
に
関
す
る
事
柄
を
描
い
た
行
在
所
録
に
関
す
る
も
の

が
五
(
内
訳
と
し
て
は
儀
礼
が
三
、
制
度
が
二
)
を
占
め
、
『
成
淳
臨

安
志
』
が
朝
廷
を
強
く
意
識
し
た
地
方
志
で
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え

る。
『
戚
淳
臨
安
志
』
の
背
景
を
理
解
す
る
た
め
に
、
近
い
時
期
に
編
纂

さ
れ
、
類
似
点
の
多
い
『
景
定
建
康
志
』
を
例
に
検
討
を
行
う
。
『
景

定
建
康
志
』
は
、
景
定
二
年
(
一
二
六
こ
に
知
府
馬
光
祖
(
虫
、
幕

僚
の
周
応
合
(
市
)
に
よ
り
編
纂
さ
れ
た
。
全
七

O
巻
あ
り
、
宋
代
で

は
「
威
一
一
浮
臨
安
志
』
に
次
ぐ
規
模
を
誇
る
。
建
康
府
(
現
在
の
南
京
)

は
、
臨
安
に
次
ぐ
重
要
都
市
、
陪
都
で
あ
り
、
『
戚
淳
臨
安
士
山
』
の

「
行
在
所
録
」
に
あ
た
る
「
行
宮
記
載
」
「
留
都
録
」
と
い
う
内
容
を
有

す
る
な
ど
の
近
似
要
素
を
持
っ
て
い
る
。

馬
光
祖
に
よ
る
序
に
は
、
「
ど
う

L
て
一
般
の
地
方
志
の
よ
う
に
、

山
川
の
地
理
や
地
域
の
名
物
を
書
く
だ
け
で
済
ま
さ
れ
ょ
う
か
」
、
「
郡

の
地
方
志
で
す
ら
記
載
を
充
実
さ
せ
て
い
る
の
に
、
ま
し
て
や
こ
こ
は

副
都
で
あ
る
建
康
な
の
だ
か
ら
」
と
い
っ
た
記
述
が
あ
り
、
陪
都
と
し

て
州
県
以
上
に
充
実
し
た
地
方
志
を
つ
く
る
必
要
性
を
打
ち
出
し
て
い

る
。
馬
光
祖
は
三
回
に
渡
っ
て
知
建
康
府
と
な
り
、
こ
の
「
景
定
建
康

志
』
が
編
ま
れ
た
の
は
そ
の
三
回
目
白
任
期
の
際
で
あ
っ
た
が
、
地
方

志
編
纂
は
そ
の
初
任
で
あ
る
宝
祐
五
年
(
一
二
五
七
)
か
ら
準
備
さ
れ

て
い
た
。
「
幕
客
の
周
君
応
告
は
、
広
く
物
事
を
知
っ
て
学
聞
が
充
実

し
て
お
り
、
前
に
江
陵
志
を
作
っ
た
際
、
記
載
が
よ
〈
整
っ
て
い
た
」

と
あ
る
よ
う
に
、
馬
光
祖
は
経
験
豊
か
な
周
応
合
を
信
頼
し
て
い
た
た

め
、
実
際
申
編
纂
は
周
応
合
た
だ
ひ
と
り
に
任
せ
た
。

次
に
、
実
際
白
編
纂
に
当
た
っ
た
周
応
合
に
よ
る
「
修
士
山
本
末
」
を

み
る
。
ま
ず
、
「
図
志
は
三
年
に
一
回
献
上
す
る
の
が
き
ま
り
で
あ
る
」

と
い
う
よ
う
に
、
地
方
志
は
三
年
ご
と
に
内
容
を
増
補
更
新
す
る
原
則

が
あ
っ
た
。
た
だ
、
こ
の
『
景
定
建
康
志
』
の
場
合
、
主
催
者
で
あ
る

知
府
馬
光
祖
の
都
合
が
あ
り
、
馬
光
祖
か
ら
「
私
(
馬
光
祖
)
が
離
任

す
る
前
に
本
を
作
る
よ
う
に
」
と
、
期
日
を
区
切
ら
れ
た
と
い
う
。
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ま
た
、
周
応
合
は
「
一
時
は
都
で
も
あ
っ
た
建
康
で
の
一
大
事
業
は

大
き
な
仕
事
に
な
る
」
と
、
こ
の
地
の
地
方
志
編
纂
が
重
要
で
あ
る
と

認
識
し
て
い
た
。
そ
れ
を
疲
ら
れ
た
時
間
で
や
ら
な
吋
れ
ば
な
ら
な
い

と
い
う
こ
と
で
、
周
応
合
は
「
い
ま
既
広
あ
る
地
方
志
を
合
わ
せ
て
一

つ
に
し
、
欠
け
て
い
る
部
分
は
補
い
、
間
違
い
は
正
し
、
慶
元
年
間
以

降
の
害
か
れ
て
い
な
い
部
分
は
そ
れ
を
継
ぎ
足
し
て
、
完
全
な
書
に
す

る
」
と
、
前
志
を
利
用
し
、
そ
の
後
六

O
年
分
を
追
加
し
て
編
纂
す
る

方
法
を
と
っ
た
と
し
て
い
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
(
地
元
の
)
協
力
人

員
と
の
分
担
を
馬
光
祖
に
却
下
さ
れ
た
と
い
う
事
情
も
あ
っ
た
。
前
述

の
序
で
馬
光
祖
は
周
応
合
の
信
頼
と
実
績
が
、
彼
た
だ
一
人
に
作
業
さ

せ
る
理
由
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
(
望
。
こ
れ
以
後
の
地
方
志
が
基
本

的
に
地
域
の
士
人
を
大
量
動
員
し
て
作
業
を
行
わ
せ
る
の
と
は
逆
で
あ

り
、
特
徴
的
で
あ
る
。
こ
の
地
方
志
は
「
模
節
以
来
二
回
甲
子
を
め
ぐ

り
、
そ
し
て
大
体
が
揃
っ
た
」
と
、
四
カ
月
で
編
纂
さ
れ
た
こ
と
が
示

さ
れ
て
い
る
。
序
の
「
一
ニ
月
の
甲
子
に
始
ま
り
、
七
月
の
甲
子
に
献
上

し
た
」
と
も
-
致
し
て
お
り
、
か
な
り
の
ス
ピ
ー
ド
で
制
作
さ
れ
た
こ

と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

そ
し
て
注
目
す
べ
き
点
と
し
て
「
版
木
に
つ
い
て
、
鍵
を
か
け
て
紬

書
堂
の
中
に
し
ま
い
、
書
吏
を
選
ん
で
そ
の
開
聞
を
管
理
さ
せ
た
。
毎

巻
毎
項
目
の
後
に
は
空
白
を
作
り
追
加
を
待
つ
も
の
と
し
た
」
と
い
う

記
述
が
挙
げ
ら
れ
る
。
予
め
、
そ
の
後
編
纂
さ
れ
る
可
能
性
を
考
え
、

版
木
に
余
白
を
残
し
た
の
で
あ
る
。
実
際
、
現
在
に
残
る
『
景
定
建
康

志
』
に
は
威
淳
年
間
の
記
載
が
み
ら
れ
、
一
旦
完
成
し
た
あ
と
も
追
加

の
編
纂
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

以
上
が
『
景
定
建
康
志
』
の
成
立
の
特
徴
で
あ
る
が
、
こ
の
地
方
志

は
『
威
淳
臨
安
士
山
』
と
多
く
の
共
通
点
を
持
ち
、
目
的
も
多
く
が
重

な
っ
て
い
る
。
時
期
が
近
く
、
馬
光
祖
が
戚
淳
年
間
に
先
立
つ
宝
祐
景

定
年
聞
に
知
臨
安
府
に
着
任
し
て
い
た
こ
と
を
合
わ
せ
る
と
、
豆
一
昂
定

建
康
志
』
の
手
法
は
『
成
淳
臨
安
志
』
制
作
者
に
よ
っ
て
模
倣
さ
れ
た

可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
、
『
景
定
建
康
志
』
は
基
本
的
に
周
応
合
の
み

が
編
集
に
当
た
り
、
馬
光
祖
は
い
わ
ば
監
修
の
立
場
に
あ
っ
た
が
、
こ

れ
も
潜
説
友
以
外
に
編
集
関
係
者
の
存
在
が
う
か
が
え
な
い
「
戚
淳
臨

安
志
』
と
の
共
通
点
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
『
景
定
建
康
志
』
と
『
戚
淳

臨
安
志
』
は
共
に
、
そ
れ
以
前
に
編
ま
れ
た
同
地
域
の
地
方
志
が
侠
失

し
て
お
り
、
現
在
は
僅
か
に
残
本
か
ら
推
測
で
き
る
の
み
で
あ
る
。
周

応
合
の
述
べ
た
よ
う
に
、
前
志
を
使
用
し
て
編
纂
す
る
方
法
を
と
っ
た

た
め
に
、
前
志
の
存
在
意
義
が
低
下
し
た
こ
と
が
前
志
の
侠
失
に
影
響

し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

地
方
志
は
一
般
的
に
、
長
期
的
に
保
存
し
、
あ
る
程
度
の
年
数
で
更

新
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
も
の
で
あ
り
、
な
い
場
合
は
官
街
の
総
意
と

し
て
制
作
に
取
り
掛
か
る
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
『
景
定

建
康
志
』
と
『
威
淳
臨
安
志
』
は
共
に
、
総
意
と
し
て
作
ら
れ
た
も
の

で
は
な
か
っ
た
。
吉
ら
に
、
両
者
は
、
制
作
意
識
や
そ
の
目
的
、
あ
る

い
は
後
世
加
筆
可
能
な
こ
と
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
点
で
類
似
し
て
い

た
。
首
都
白
地
方
志
で
あ
る
『
戚
淳
臨
安
志
』
が
陪
都
の
地
方
志
で
あ

る
『
景
定
建
康
志
』
を
模
倣
し
た
可
能
性
を
指
摘
で
き
よ
う
。
次
章
で

は
『
戚
淳
臨
安
志
』
の
記
載
内
容
か
ら
、
社
会
的
な
背
景
を
掘
り
下
げ

て
み
た
い
。
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編
者
潜
説
友
と
頁
似
道
「
戚
淳
」
と
い
う
時
代

既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
『
威
淳
臨
安
志
』
の
編
纂
に
関
わ
っ
た
人
物

は
潜
説
友
以
外
、
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
威
淳
年
間
(
一

二
六
五

S
七
四
)
に
制
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
特
に
成
淳
年
聞

の
潜
説
友
の
置
か
れ
て
い
た
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ

こ
で
は
、
編
者
潜
説
友
に
関
す
る
記
載
と
、
彼
自
身
の
文
章
を
通
し

て
、
『
戚
淳
臨
安
志
』
申
成
立
に
関
わ
る
当
時
の
状
況
を
う
か
が
っ
て

み
た
い
。

潜
説
友
(
押
)
の
事
蹟
は
、
『
戚
淳
臨
安
志
』
に
見
ら
れ
る
知
臨
安
府

期
と
、
彼
の
人
物
評
価
の
鍵
と
な
っ
た
宋
朝
降
伏
前
後
に
お
け
る
元
軍

へ
の
降
伏
と
死
に
関
す
る
も
の
に
集
中
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
潜
説

友
の
戚
淳
年
間
以
前
の
事
蹟
は
あ
ま
り
残
っ
て
い
な
い
(
想
。
以
下
で

は
、
威
淳
年
聞
の
彼
の
事
蹟
を
分
析
し
、
同
時
期
の
政
治
・
社
会
の
動

向
と
重
ね
な
が
ら
、
分
析
し
て
い
く
(
想
。

第
一
に
、
威
淳
年
間
前
半
を
中
心
と
し
た
税
納
関
連
の
事
蹟
に
つ
い

て
見
る
。
寺
地
遵
氏
は
南
宋
末
期
の
政
策
、
政
治
動
向
を
論
じ
る
な
か

で
、
「
南
宋
政
権
は
亡
国
直
前
局
面
に
お
い
て
、
首
都
町
み
を
救
い
、

農
村
部
を
棄
て
た
」
と
述
べ
、
臨
安
に
税
収
の
利
益
を
集
中
古
せ
た
買

似
道
政
権
の
偏
っ
た
経
済
政
策
と
、
対
モ
ン
ゴ
ル
防
衛
政
策
の
破
綻
を

描
き
だ
し
て
い
る
(
印
)
。
財
源
が
集
中
し
て
投
じ
ら
れ
た
臨
安
を
治
め

て
い
た
の
が
潜
説
友
で
あ
っ
た
。
彼
の
著
作
文
章
(
別
表
一
中
の
一

L

五
)
で
は
、
臨
安
と
そ
の
周
囲
の
住
民
に
課
せ
ら
れ
る
税
の
一
部
分
を

節
約
で
余
っ
た
府
の
予
算
で
肩
代
わ
り
し
、
朝
廷
と
政
府
の
恩
徳
を
ア

ピ
ー
ル
し
て
い
た
。
ま
た
、
『
戚
淳
臨
安
志
』
内
の
成
淳
倉
の
造
営
に

関
す
る
記
載
で
は
、
以
下
の
よ
う
に
、
買
似
道
の
政
策
に
協
力
し
て
、

臨
安
の
備
蓄
の
増
加
に
努
め
て
い
る
(
引
)
。

成
淳
四
年
、
朝
廷
は
倉
を
建
設
し
て
公
回
収
入
米
の
貯
蔵
量
を
増

や
す
こ
と
を
検
討
し
た
。
そ
こ
で
瑳
華
の
廃
園
を
買
収
し
、
内
酒

庫
の
柴
炭
置
き
場
も
使
っ
て
拡
大
し
た
。
臨
安
の
知
事
潜
説
友
に

命
じ
て
倉
を
建
て
さ
せ
た
が
、
棟
数
は
一

O
O、
全
体
の
幅
は
五

O
O二
間
ほ
ど
で
あ
り
、
米
六

O
O万
石
を
収
納
で
き
た
。

以
上
の
記
載
に
よ
れ
ば
、
重
似
道
の
公
団
法
に
よ
る
収
入
を
貯
蓄
す

る
た
め
、
潜
説
友
が
倉
を
建
て
た
と
い
う
。
こ
れ
ら
の
政
策
は
、
臨
安

に
物
資
を
あ
つ
め
、
住
民
の
負
担
を
軽
減
す
る
も
の
で
あ
り
、
寺
地
氏

の
言
う
「
臨
安
田
救
済
」
の
一
環
と
言
え
る
。

穀
物
備
蓄
の
背
農
と
し
て
、
端
平
年
間
(
一
二
三
四

3
一
-
一
六
)
以

降
、
会
子
(
紙
幣
)
の
価
値
が
下
落
し
信
用
が
低
下
し
た
こ
と
も
挙
げ

ら
れ
る
(
但
)
ロ
『
威
淳
臨
安
志
』
内
の
会
子
庫
関
連
の
記
載
に
は
、
主

に
部
門
の
整
理
と
撤
退
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る

(田)。
成
淳
年
間
以
降
、
朝
廷
は
造
銭
を
停
止
す
る
措
置
を
行
い
、
元
年

の
五
月
か
ら
関
子
(
送
金
手
形
)
を
停
止
し
、
(
最
後
の
会
子
で

あ
る
)
十
八
界
に
つ
い
て
は
三
年
の
三
月
か
ら
停
止
し
た
。

こ
れ
ら
を
あ
わ
せ
て
考
え
る
と
、
会
子
の
信
用
低
下
に
伴
い
、
義
付

吋
と
な
る
穀
物
な
と
り
財
源
を
臨
安
に
集
中
し
始
め
た
と
見
る
こ
と
が

で
き
る
。
第
二
に
、
同
じ
く
戚
淳
年
間
前
半
を
中
心
と
し
た
、
朝
廷
白
嘉
事
に

関
連
し
た
潜
説
友
の
事
蹟
に
つ
い
て
分
析
す
る
。
前
述
の
序
に
も
見
ら

れ
た
よ
う
に
、
こ
の
時
期
臨
安
周
囲
は
比
較
的
平
穏
で
あ
り
、
そ
れ
を
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別表ー潜説友自身の作成した文章

番
題名 引用元 備考

号

1 
代四五等戸輸明年晴零夏税状

戚淳磁安志審五九
戚淳五年冬

納 2 代田五等戸輸秋首税決戚淳六年夏 戚淳臨安志巷五九
税

代田五等F輪明年崎雫夏税状
関 3 戚淳臨安志巷王九

連
戚車六年冬

4 書代輸崎雫税事戚浮E年 戚淳臨安志君五九

5 書代輪崎商税事戚淳六年夏 成車臨安志春五九

6 政奨諭耐空詔成淳五年正月 成淳臨安志告四

7 政奨諭獄空詔一戚草六年正月 成法』高安志春四

朝 8 政奨論獄空詔二戚淳六年七月 成?字臨安志巷四一

延
9 政奨諭獄空詔戚淳七年正月 成淳臨安志巷四一

車
政字民訓 成惇臨安志巻四一

事
10 

関 11 蹴字民銘 戚惇臨安志巻四一

連 朝廷に平和の預言をしたため、
12 顕佑廟題識戚淳五年 戚淳臨安志巷七三

官が建て置しその臨に書かれた

13 顕佑踊祝文 戚淳臨安志巻七二

者日

市
14 忠佑廟祝文 戚?享臨安志普七三

関

連

15 成淳臨安志序 戚淳臨安志巻首

主 16 建置酒文正公洞堂申状
荷主正公褒賢集巻ー

平江府
也 呉都文梓続葉巻目ニ

政
17 
県都新建活文正公専調奉安日講義 活文正公褒賢集巻三

平江府
世 戚J享卜'1ョ 呉都文梓綿菓巻一二

連関 18 長洲県改立宇門記 道光蘇州府志巻二五
長洲県

(平江府)

19 王顕音墓碑題成車九年十一月 光緒青田県志巻六 青田県(処州)

そ 20 経界図籍序開慶元年十月 景定厳州統志巻二 建徳県(厳州)

の 21 仙都山題記景定五年四月 光締結重県志巷一一 鱈重県日叫州)

他 22 漸東提挙至町壬謝表 車正樹江通志巻二五九 慶元府
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踏
ま
え
て
、
朝
廷
は
首
都
の
繁
栄
を
演
出
し
政
権
の
安
定
を
図
ろ
う
と

し
て
い
た
(
旬
。
潜
説
友
昭
著
作
中
由
記
載
(
別
表
一
中
の
六

1
一一二)

で
は
、
「
獄
空
」
(
六

1
九
)
(
田
)
と
儀
礼
祭
把
(
一

0
3
一一一一)と

い
う
こ
つ
の
側
面
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
前
者
は
、
牢
獄
か
ら
罪

人
が
い
な
く
な
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
そ
の
土
地
が
よ
く
治

ま
っ
て
い
る
こ
と
を
人
々
に
ア
ピ
ー
ル
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
朝
廷
は

こ
れ
を
善
政
の
証
と
し
、
知
府
は
表
彰
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
、
都
廷

と
地
方
官
の
双
方
に
と
っ
て
利
益
が
あ
っ
た
。
後
者
の
儀
礼
祭
記
は
、

朝
廷
の
権
威
と
正
統
性
を
表
示
す
る
も
の
で
あ
り
、
『
戚
淳
臨
安
士
山
』

内
の
建
造
物
の
記
載
と
も
関
連
し
て
い
る
。
『
威
淳
臨
安
志
』
に
は
皇

帝
と
関
わ
り
の
深
い
「
社
稜
」
を
潜
説
友
が
修
築
し
た
こ
と
に
つ
い

て
、
記
載
が
見
ら
れ
る
。

(
社
稜
)
壇
は
も
と
嘉
会
門
の
内
に
あ
り
、
今
は
城
西
一
里
ほ
ど

の
小
昭
慶
寺
田
側
に
移
し
た
c

(
壇
の
)
基
は
湖
の
間
近
に
あ
り

水
に
よ
り
壊
さ
れ
た
。
威
淳
四
年
安
撫
の
潜
説
友
は
壇
の
土
台
を

築
い
て
新
し
く
し
た
。
ま
た
、
斎
字
や
庖
屋
等
九
棟
の
建
物
を
建

設
し
、
そ
の
周
り
に
は
石
垣
と
石
畳
を
造
っ
た
。
(
却
)

ま
た
、
潜
説
友
は
「
御
街
」
の
修
築
に
も
か
か
わ
っ
て
い
る
。

和
寧
門
外
か
ら
景
霊
宮
の
前
ま
で
、
(
皇
帝
が
)
輿
に
乗
っ
て
進

む
路
で
あ
る
。
何
年
も
久
し
く
修
築
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
威
淳

七
年
安
撫
の
潜
説
友
が
朝
廷
の
命
を
奉
り
修
繕
し
た
。
そ
の
内
、

六
部
橋
路
口
か
ら
太
廟
の
北
に
至
る
ま
で
の
間
は
、
大
礼
に
当
っ

て
別
に
修
理
し
た
以
外
、
南
北
一
万
三
五

O
O尺
ほ
ど
で
あ
る
。

も
と
は
鋪
石
で
舗
装
さ
れ
、
舗
石
の
数
は
三
万
五
三

O
Oほ
ど
、

そ
り
う
ち
石
が
壊
れ
て
交
換
し
た
も
の
は
約
二
万
で
あ
っ
た
。
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こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
潜
説
友
に
よ
る
建
築
物
の
修
築
に
関
す
る
記

事
で
あ
り
、
修
築
の
目
的
は
そ
れ
を
舞
台
と
し
た
儀
式
に
よ
る
、
朝
廷

の
正
統
性
四
表
示
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
宮
殿
と
街
を
つ
な
ぐ
「
御

街
」
白
整
備
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
人
々
に
対
し
て
、
視
覚
的
に
も
朝

廷
の
権
威
を
誇
示
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。
潜
説
友

は
命
を
受
け
て
、
建
物
を
修
築
す
る
と
共
に
、
そ
れ
を
文
章
と
し
て
も

残
し
、
朝
廷
の
正
統
性
と
権
威
の
保
持
に
貢
献
し
て
い
た
。

第
三
に
、
潜
説
友
は
儀
礼
に
使
う
以
外
の
都
市
施
設
の
建
設
に
も
当

た
っ
て
い
た
。
着
目
す
べ
き
内
容
は
主
に
次
の
三
つ
に
分
け
ら
れ
る
。

一
番
目
は
、
杭
州
の
基
礎
と
な
る
堤
や
井
戸
の
整
備
で
あ
る
(
国
)
。

西
湖
町
著
名
な
蘇
公
堤
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
て
い

る。

威
淳
五
年
朝
廷
は
銭
を
給
し
、
守
臣
潜
説
友
に
命
じ
て
増
築
し

た
。
土
石
を
運
ん
で
窪
を
埋
め
、
高
さ
を
二
尺
増
し
、
全
長
七
五

八
丈
、
幅
は
皆
六

O
尺
と
し
た
。
堤
に
沿
っ
て
元
は
亭
が
九
軒

あ
っ
た
が
、
こ
れ
ら
も
新
し
く
し
、
さ
ら
に
花
木
数
百
本
を
補
っ

た
。
(
四
)

蘇
公
堤
を
さ
ら
に
堅
牢
な
も
の
と
し
、
加
え
て
亭
や
花
木
と
い
っ
た

装
飾
的
な
部
分
も
充
実
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
蘇
堤
再
建
に
は
頁
似
道
も

亭
の
再
建
に
直
接
協
力
を
行
っ
て
い
る
。
杭
州
域
内
の
最
も
基
本
的
な

生
活
水
源
で
あ
っ
た
井
戸
の
「
六
井
」
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
あ

旬。。

威
淳
六
年
、
安
撫
の
潜
説
友
は
取
水
用
の
石
構
え
を
作
り
、
全

長
一
七

O
O尺
で
、
深
さ
と
幅
は
以
前
の
倍
で
あ
っ
た
。
内
外
と
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も
に
ま
す
ま
す
堅
牢
で
あ
っ
た
。
(
叩
)

こ
れ
ら
は
西
湖
の
堤
や
井
戸
と
い
っ
た
、
杭
州
の
基
礎
的
な
建
造
物

の
修
復
作
業
で
あ
り
、
歴
代
の
知
臨
安
府
と
並
べ
て
潜
説
友
の
修
復
の

業
績
が
『
戚
淳
臨
安
志
』
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。

二
番
目
は
、
澗
廟
の
整
備
で
あ
る
(
出
)
。
白
塔
嶺
に
あ
る
善
順
廟
は
、

民
間
で
建
て
ら
れ
た
澗
で
あ
っ
た
が
、
戚
淳
年
聞
に
な
る
と
政
府
か
ら

額
が
与
え
ら
れ
、
公
認
さ
れ
た
0

・
以
前
の
伝
承
に
は
、
民
間
で
小
さ
な
詞
を
建
て
、
船
の
往
来
を

守
る
と
し
、
平
波
神
耐
と
称
し
て
い
た
。
嘉
定
十
七
年
間
か
ら
廟

と
な
り
、
戚
淳
元
年
に
詔
し
て
善
順
の
名
を
賜
い
額
と
し
た
。

(
担
)

政
府
公
認
の
神
と
し
て
額
を
与
え
、
廟
を
保
護
す
る
こ
と
は
、
無

論
、
神
の
加
護
を
期
待
す
る
行
い
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
と
同
時

に
、
参
拝
す
る
人
々
に
政
府
を
印
象
づ
け
る
有
効
な
手
段
で
あ
っ
た
こ

と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
背
景
と
し
て
、
当
時
漸
江
の
水
軍
が
大
幅

に
増
強
さ
れ
て
お
り
(
号
、
そ
の
関
連
で
水
軍
駐
留
地
沿
い
の
桐
廟
の

整
備
に
力
が
注
が
れ
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

三
番
目
は
、
建
造
物
の
名
付
け
方
に
よ
っ
て
、
潜
説
友
と
頁
似
道
の

政
績
を
強
調
す
る
こ
主
で
あ
る
。
臨
安
府
庁
の
中
に
新
た
に
増
築
さ
れ

た
「
清
明
平
軒
」
の
名
前
の
由
来
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

。
戚
淳
五
年
安
撫
の
潜
説
友
が
平
章
頁
貌
公
の
(
清
明
平
の
)
一
一
一

字
で
書
か
れ
た
褒
め
言
葉
を
受
け
、
そ
れ
を
額
に
し
て
別
室
に
掲

示
し
、
訓
戒
と
な
る
よ
う
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
名
前
に

し
た
。
(
出
)

買
似
道
が
潜
説
友
を
「
清
明
平
」
で
あ
る
と
賞
賛
し
、
そ
れ
を
額
に
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す
る
と
共
に
、
建
造
物
の
名
前
に
も
し
た
の
で
あ
る
。
「
見
廉
堂
」
に

つ
い
て
も
、
似
た
よ
う
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
記
さ
れ
て
い
る
。

威
淳
五
年
十
二
月
安
撫
の
潜
説
友
が
撤
去
し
た
う
え
で
新
た
に
建

築
し
、
そ
の
よ
に
楼
を
高
く
そ
び
え
さ
せ
た
り
で
、
欄
干
か
ら
四

方
の
百
万
人
家
を
見
る
こ
と
が
で
き
、
さ
な
が
ら
絵
の
よ
う
で

あ
っ
た
。
南
は
諸
峰
に
面
し
て
相
対
し
挨
拶
を
す
る
が
ご
と
き
で

あ
っ
た
。
前
は
郡
堂
で
、
増
築
や
変
更
が
ず
っ
と
続
い
て
ば
ら
ば

ら
に
立
ち
並
び
、
眺
め
は
良
く
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
内
か
ら
外
に

真
つ
直
ぐ
に
並
ぶ
よ
う
に
建
築
さ
せ
、
眺
め
を
ふ
さ
が
な
い
よ
う

に
し
た
。
堂
が
完
成
し
た
と
き
、
ち
ょ
う
ど
公
(
潜
説
友
)
が
酒

税
を
整
理
し
て
朝
廷
で
廉
能
の
称
賛
に
足
り
る
者
と
(
皇
帝
と
宰

相
買
似
道
か
ら
)
称
賛
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
因
ん
で
堂
の
名
前
に

しムた。(国)。

「
清
明
平
軒
」
「
見
廉
堂
」
と
い
っ
た
亭
の
名
前
と
そ
の
説
明
に
、
潜

説
友
自
身
の
業
績
と
、
頁
似
道
と
の
協
力
関
係
の
ア
ピ
ー
ル
が
見
て
取

れ
る
。
よ
く
見
え
る
建
物
に
宰
相
や
地
方
官
に
ま
つ
わ
る
名
前
を
付
け

る
こ
を
は
、
人
々
に
彼
ら
の
業
績
を
強
く
印
象
付
け
る
こ
と
に
つ
な

が
っ
た
で
あ
ろ
う
。

都
市
施
設
の
建
設
に
関
す
る
記
載
を
あ
わ
せ
る
と
、
杭
州
の
繁
栄
が

政
府
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
と
い
う
印
象
を
植
え
付
け
る
と
同
時

に
、
政
府
と
神
の
加
護
の
結
び
つ
き
を
演
出
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
加
え
て
、
地
方
官
そ
し
て
宰
相
の
業
績
ア
ピ
ー
ル
に
も
な
っ
て
い

る
と
言
え
る
。

第
三
一
に
、
威
淳
年
間
後
半
を
中
心
と
し
た
文
化
政
策
関
係
昭
事
蹟
が

挙
げ
ら
れ
る
。
潜
説
友
が
自
ら
文
章
を
残
し
た
も
の
(
別
表
一
の
中
の
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一
五
:
一
九
)
は
、
全
て
知
臨
安
府
解
任
後
に
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。

た
だ
、
『
戚
淳
臨
安
志
』
の
中
の
記
載
を
見
れ
ば
、
知
臨
安
府
の
時
期

に
も
文
化
関
係
の
事
蹟
が
散
見
さ
れ
る
。
例
え
ば
府
学
に
つ
い
て
は
次

の
よ
う
で
あ
る
。

。
淳
祐
六
年
理
宗
皇
帝
が
御
書
二
一
肩
を
賜
っ
た
。
十
一
年
、
趨
安

撫
与
舗
闘
が
一
新
し
、
ま
た
学
校
の
棟
を
増
や
し
、
子
弟
二

O
O人

を
養
っ
た
。
戚
淳
七
年
安
撫
潜
説
友
が
民
地
を
買
収
し
て
拡
大
を

議
し
た
。
八
年
、
安
撫
の
呉
益
が
継
い
で
完
成
さ
せ
た
。
(
担
)

潜
説
友
一
人
の
行
為
で
は
な
い
が
、
積
極
的
に
府
学
の
振
興
に
取
り

組
ん
で
い
た
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。

ま
た
、
潜
説
友
は
戚
淳
年
間
白
後
半
に
な
る
と
、
名
所
を
め
ぐ
っ
て

題
を
記
し
た
り
詩
を
詠
ん
で
遊
ん
だ
り
し
て
い
る
(
ぎ
。
前
述
し
た
蘇

堤
な
ど
西
湖
周
辺
の
施
設
の
整
備
は
、
こ
の
よ
う
な
遊
覧
の
場
を
造
り

出
す
と
い
う
意
味
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
臨
安
統
治
時
期
に
は
行
政
施
策

や
建
設
を
行
い
な
が
ら
、
学
問
や
詩
文
、
芸
術
と
い
っ
た
文
化
を
猿
興

し
充
実
を
図
る
政
策
を
顕
の
中
で
練
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
買
似

道
が
こ
の
時
期
に
遊
宴
を
多
く
催
し
て
い
た
こ
と
は
、
「
亡
国
」
の
シ

ン
ボ
ル
と
し
て
非
難
を
受
け
続
け
た
。
し
か
し
、
遊
宴
を
催
す
こ
と
白

体
は
、
そ
の
場
で
作
ら
れ
る
文
章
や
詩
文
を
通
じ
、
繁
栄
す
る
首
都
に

相
応
し
い
文
化
を
振
興
す
る
と
い
う
意
味
が
あ
る
。
買
似
道
が
潜
説
友

に
『
成
淳
臨
安
志
』
を
編
纂
さ
せ
た
こ
と
も
含
め
、
遊
宴
に
つ
い
て
も

文
化
政
策
の
方
向
か
ら
見
直
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
よ
う
に
恩
わ
れ

ヲ
匂
。

で
は
頁
似
道
と
潜
説
友
が
文
化
政
策
を
行
お
う
と
し
た
理
由
は
ど
こ

に
あ
る
か
。
そ
の
手
が
か
り
と
な
る
の
が
、
前
節
で
挙
げ
た
『
景
定
建

康
志
』
と
そ
田
編
者
馬
光
担
、
及
び
『
威
淳
臨
安
志
』
に
先
行
す
る

『
淳
祐
臨
安
士
山
』
と
そ
の
編
者
越
与
鵜
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
地
方
志

及
び
そ
の
編
者
に
は
二
つ
の
共
通
点
が
あ
る
。
ひ
と
つ
は
、
自
ら
の
編

ん
だ
地
方
志
の
中
で
、
自
身
の
業
績
を
ア
ピ
ー
ル
し
て
い
る
こ
と
で
あ

る
(
型
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
共
に
学
問
や
文
化
の
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
の

地
位
を
得
て
い
た
こ
と
で
あ
る
(
想
。

一
方
で
、
『
戚
淳
臨
安
志
』
と
潜
説
友
は
、
買
似
道
政
権
申
ア
ピ
ー

ル
を
行
う
立
場
に
あ
り
、
馬
光
祖
や
趨
与
態
と
は
政
治
的
に
は
対
立
関

係
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
馬
光
祖
は
潜
説
友
の
従
う
貰
似
道
と
は
政

策
的
に
相
容
れ
な
い
立
場
に
あ
っ
た
。
し
か
も
陪
都
の
地
方
志
を
立
派

に
制
作
し
献
上
し
た
馬
光
祖
は
、
潜
説
友
に
と
っ
て
は
い
わ
ば
、
乗
り

越
え
る
べ
き
ラ
イ
バ
ル
で
あ
っ
た
(
拍
)
。
ま
た
、
越
与
箇
闘
が
再
建
し
た

建
造
物
は
少
な
く
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
ら
を
潜
説
友
が
改
め
て
修
築
し

て
い
る
(
旬
。
潜
説
友
が
前
任
者
を
模
倣
し
つ
つ
も
乗
り
越
え
よ
う
と

図
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
特
定
申
文
化
的
裏
付
け
や
道
学
の

派
閥
白
支
持
を
持
た
な
い
貰
似
道
や
潜
説
友
の
一
派
が
好
敵
手
の
業
績

を
上
回
る
た
め
に
は
、
文
化
的
な
営
為
を
地
方
志
の
上
で
強
調
す
る
必

要
が
あ
っ
た
白
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
(
担
)
。

改
め
て
、
威
淳
年
聞
に
お
け
る
買
似
道
の
政
策
的
動
向
と
こ
れ
ら
一

連
の
潜
説
友
田
行
政
記
載
を
比
較
し
て
み
る
。
潜
説
友
が
着
任
し
た
威

淳
四
年
以
降
、
モ
ン
ゴ
ル
軍
の
湖
北
地
域
へ
の
侵
入
が
激
し
く
な
る
中

で
、
買
似
道
の
政
策
に
関
す
る
記
載
は
、
『
宋
史
』
な
ど
の
史
書
に

「
深
居
し
て
い
て
も
、
台
諌
の
弾
劾
、
諸
司
の
人
事
や
首
都
周
辺
の
行

政
一
切
の
事
で
関
与
し
な
い
も
の
は
な
か
っ
た
」
と
書
か
れ
る
半
面
、

具
体
的
な
記
載
は
ほ
と
ん
ど
見
え
な
く
な
る
(
台
。
加
え
て
、
専
ら
邸
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宅
で
遊
楽
に
い
そ
し
ん
で
い
た
よ
う
に
描
か
れ
、
非
難
さ
れ
て
い
た
こ

と
は
既
に
述
べ
た
。
だ
が
、
こ
こ
で
挙
げ
た
潜
説
友
関
連
の
行
政
記
載

は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
頁
似
道
と
結
び
つ
く
。
潜
説
友
は
戚
淳
年
聞
に

猛
烈
な
昇
進
を
遂
げ
、
背
景
に
買
似
遣
の
引
き
立
て
が
あ
っ
た
こ
と
は

指
摘
さ
れ
て
い
る
{
竺
。
さ
ら
に
、
前
述
の
寺
地
氏
が
指
摘
す
る
よ
う

に
、
買
似
道
の
政
策
は
他
の
地
岐
を
度
外
視
し
て
臨
安
を
繁
栄
さ
せ
る

も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
『
威
淳
臨
安
志
』
の
編
纂
自
体
が
、
臨
安

の
繁
栄
を
創
り
だ
し
た
賀
似
道
を
顕
彰
す
る
こ
と
が
目
的
で
あ
っ
た
と

ニ一百える。

以
上
が
、
潜
説
友
個
人
を
視
座
と
し
た
戚
淳
年
聞
の
状
況
で
あ
る
。

戚
淳
年
聞
に
お
い
て
、
潜
説
友
は
宰
相
買
似
道
と
歩
み
を
そ
ろ
え
な
が

ら
、
臨
安
の
繁
栄
を
政
策
に
よ
っ
て
支
え
、
建
造
物
に
よ
っ
て
演
出
す

る
作
業
に
従
事
し
て
い
た
。
財
政
や
朝
廷
関
連
か
ら
始
ま
り
、
徐
々
に

文
化
方
面
に
移
行
し
て
い
く
政
策
の
流
れ
は
、
戚
淳
七
年
の
解
任
に

よ
っ
て
中
断
す
る
が
、
潜
説
友
の
中
で
は
一
貫
性
を
持
っ
た
作
業
だ
っ

た
の
で
は
な
い
か
。
『
戚
淳
臨
安
志
』
は
文
化
方
面
の
政
策
の
ひ
と
つ

で
あ
り
、
自
ら
と
買
似
道
ら
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
た
都
の
繁
栄
を
ア

ピ
ー
ル
す
る
場
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

『
威
淳
臨
安
志
』
の
記
載
基
準
「
官
績
」
を
事
例
と
し
て

『
戚
淳
臨
安
志
』
が
と
の
よ
う
な
記
載
基
準
を
持
っ
て
い
た
か
に
つ

い
て
は
、
過
去
の
杭
州
の
地
方
官
を
記
載
す
る
(
官
績
」
由
項
目
(
岨
)

を
分
析
す
る
の
が
有
効
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
官
績
は
歴
代
の
杭
州
統

治
者
、
特
に
宋
朝
に
な
っ
て
か
ら
の
地
方
官
が
い
か
に
善
政
を
行
っ
た

か
を
記
載
す
る
部
分
で
あ
り
、
当
時
白
地
方
官
で
あ
っ
た
潜
説
友
に

と
っ
て
、
自
ら
の
統
治
の
前
提
と
な
る
歴
史
を
描
く
部
分
と
し
て
重
要

だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
官
績
と
い
う
項
目
は
、
既
に
『
乾
道
臨
安
志
』

に
お
い
て
も
存
在
し
て
い
た
が
、
そ
の
内
容
・
形
式
は
「
戚
淳
臨
安

志
』
の
そ
れ
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
前
節
に
て
戚
淳
年
聞
の
潜

説
友
の
動
向
と
地
方
志
の
記
載
と
の
関
連
を
検
討
し
た
が
、
南
宋
初
期

に
編
ま
れ
た
『
乾
道
臨
安
志
』
と
比
べ
て
、
ど
の
よ
う
に
異
な
っ
て
い

る
り
か
。
官
績
項
目
を
例
と
し
て
、
記
載
基
準
の
変
伯
を
考
え
て
み
た

し
『
乾
道
臨
安
士
山
』
と
の
比
較
の
概
要
は
{
別
表
二
〕
に
て
示
し
て
い

る
。
人
物
と
し
て
は
、
王
化
基
・
胡
則
・
何
中
立
・
日
榛
・
王
瑛
・
沈

立
陳
軒
が
外
れ
、
司
馬
池
・
楊
借
・
孫
河
・
祖
無
択
・
蒲
宗
孟
が
新

た
に
加
わ
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
比
較
的
記
載
が
少
な
い
か
、
あ
る
い

は
杭
州
と
関
連
の
薄
い
人
物
を
外
し
、
地
域
文
献
に
残
る
人
闘
を
新
た

に
入
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
記
載
内
容
の
変
化
も
み
ら
れ
る
。
別

表
二
回
『
乾
道
臨
安
志
』
と
「
戚
淳
臨
安
志
』
の
内
容
異
同
例
で
は
、

王
欽
若
と
活
仲
滝
を
挙
げ
た
が
、
例
え
ば
箔
仲
滝
の
場
合
は
、
『
乾
道

臨
安
志
』
で
は
そ
の
人
格
や
知
名
度
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
い
る
の
に
対

し
て
、
『
威
淳
臨
安
志
』
で
は
杭
州
に
お
け
る
実
際
の
治
績
白
描
写
が

行
わ
れ
て
い
る
。
そ
白
描
写
は
、
朱
莱
『
五
朝
名
医
言
行
録
』
の
内
容

に
沿
っ
た
も
由
で
あ
り
、
活
仲
滝
以
外
に
も
同
警
の
内
容
に
沿
っ
た
も

の
は
多
い
。
朱
烹
が
示
し
た
「
名
臣
」
白
基
準
に
則
っ
た
記
載
に
な
っ

た
も
の
と
思
わ
れ
る
(
柑
)
。
ま
た
、
同
様
に
記
載
が
詳
細
に
な
る
傾
向

は
、
南
宋
期
の
地
方
士
山
に
共
通
し
た
も
の
で
あ
る
。
『
威
淳
臨
安
志
』

も
他
地
域
白
地
方
志
と
同
様
に
、
地
域
に
貢
献
し
た
地
方
官
を
そ
の
功

績
と
共
に
記
載
し
称
賛
す
る
こ
と
で
、
地
域
の
統
治
の
系
譜
を
作
ろ
う
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別表二「官績j部分の比較(異動年月宮歴以外)

『乾道臨安志』にのみ記載された地方官 『成岸臨安志』にのみ記載された地方官

本伝によると宇永図、真定府の人。嘗 康定五年庚辰、江鈎・張従革が両断転

王世基 て東南行百韻を作り、好事者は伝えて 運憧となり、池を憎んで中傷G_l:奏し
よく詠った。 た。九月半酉に知強州に降描となった。

~rr は本伝によると字子正、要州永康の 以前吏が官銀を盗んだ際、鈎の私費を

胡則 人。若くして清名あり、風義を尊んだ。 司馬池 補唄するためと世述したことがあったロ

真宗・イ二宗が抜揮した。 また誰革の姻戚が税を納めず密かに人

本伝によると宇済叔、揚州の人。進土 をやってJIi(り立てたこと治まあった。こ

第一に挙げられ、累遷して知制詰知杭|

州となった。性格は簡帽で、賓客を迎

れらの報復かと言う人もいたが、 i也は
取り合わなかった。

呂濠

宇で多え舎議たくの時人論人jもをか数とよら言あく認だししめ名から言し一れわた時た。ずのロ、と名時は人人いとはえな明Iり七敏、I
I太平可致ト象図lを献上した。大風が
潮をおこし、臼境塘)江岸の土石の半ば

を削りとった。惜は転運使田滞と急い

で人徒を指揮し、土を担わせ破れた堤

相中立
本伝によると宇公南、許州の人。非常|

に文詞に巧みであった。

防を塞がせて、水没を免れた。その桂

完全酵築を協議し、方略を上奏し、そ

王瑛
本伝によると宇君玉、成都の人。詩に

より世に名を知られた。

本伝によると字立之、有l州の人。職事

沈立 に勤勉で、得た給料の多くは本の購入
に充てた。

陳軒 本伝によると字z輿、建州建腸の人。
i嘉祐八年に進士第二に挙せられた。

の工費四十万を計上した。監司の許可

楊借
を得て早馬で上毒したところ、詔によ

り垂任を受けた。また通判等に命じて
職務を分担させ 江泌南二漸福建の兵

と卜県の壮丁合計五千人を徴尭L、土
石を運び版築itりをさせる役にあてた。
工事範囲は数十里以上に及び真冬の寒

さに苦しんだが、誰も疲れたとは言わ
なかった。十二月に新堤が完成し、石

堤記を再度作成した。

前の風俗は憎を尊び、ほしいままに掃

孫相 女と私通した。河はこれを厳しく取り

締まり、杖配した者は非常に多かった。

祖無択 嘗て鳳嵐山に介亭を建てた。

闘州の人。嘗て(南朝)宋斉から目豊

蒲宗孟 年間までの銭塘の詩三千余首を集め、
三_，_巻の:I¥}に編み世に広めた。

『乾道臨安志』 ξ 『成淳臨安志』の内容異同例(左 『乾道』、右 『戚淳j)

王欽若 祢賛する詔と、真宗の御製詩全文 王欽若 御製詩が贈られた旨の記載のみ

実際の治績の描写。 I江商帯は大飢僅
に見舞われたが、百仲滝の政軍はとて

も効果的であった。[彼の政置で}県の

本伝によると宇希文、内剛外和、至る
人は毎日商湖のほとりでポー卜レース

話仲沌 所で思徳があった。町や村の人々も皆 箔仲滝
やw;会を行い、また諸寺院や役所は工

事に励み日に千人もの役夫を動員した。
その名字を知っていた。誼は文正。

公(泊仲掩)が述べるところによると、

宴遊・工事を推進した理由は、全て余

分な財を放出させて貧しいものに直む

ためであったJ
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『成淳臨安志』官績部分と紀遣部分の比較(左官績、右紀遺)

応天府彊丘の人。論と転運使の 初め銭塘江の堤は石を竹舗に詰めたものだったが、潮の浸金

陳尭佐が言上するには、 I品目江 で数年持たずに壊れた。転運使の陳亮佐がいうには、[唱で潮
が18註して江岸を壊~し、州域4に を防ぐのは却って民の負担になる!と。そこで知杭州の威論
迫っているので、示目前から専門 と協議し 堤を薪土に変えた その政治を攻撃しよう kする

の土木工を派遣し滞在して工役 者が朝廷に不利益であると言上した。参知政事の丁謂が首謀
11<縞につかせてほしいJe.詔によ して、書佐を退けたo書佐は撞抗し続けたが、調により織は
りこれに従う。早馬を出し、転 揚州に異動させられ、尭住もまた転任した。京西路発迎匝の

連世と検証を重ねた結果、江岸 李漕が寵石による堤の復活を請け負ったが、数年しでも完成

を整備しその柱石のあり方を変 せず、民力が大いに疲弊した。結局売住の案を採用した土こ
えた。水患を免れたが、人々は ろ、堤は無事完成した。
その変更を非とした。

探河の左遷理由の詳細を述べた上奏。「かつて謂山の民邸畏が
紗を売っていたところ、(中略)河は粧の軍の簿記を接収し黒
積の脱税が幾菌もあるとして、ついに披を曲の州に配流し奴隷

としてしまいました。 越氏の娘で、既に事Eと許嫁の約束を
市}の風俗は曜を噂び、ほしいま 交わしていたものがおりましたが、(中略)河は華氏の母が悟

孫河まに婦女と私通した。河はこれ と私過していることを聞きつけ、その証拠を揮ると共に、事母
を酷しく取り締まり、杖配u，ーを嘉置之法に照ちして取調べさせ、遂に趨氏の娘を奪って官邸
者は非常に多かった。 に住まわせ 飲食寝起きを共にしていました。河が流罪にした

ものは百人を超え 辞職したときにも、その裁判文書を躍んで
いったため、撞から軍罪を訴える者も、文書がなくて潔白を証
明できませんでした。j

と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

次
に
、
『
戚
淳
臨
安
志
』
中
の
南
宋
期
の
官
績
を
概
観
す
る
。
『
乾
道

臨
安
志
』
と
違
い
、
『
威
淳
臨
安
士
山
』
は
宵
宋
期
の
官
績
を
記
載
し
て

い
る
。
侍
其
侍
か
ら
張
杓
ま
で
の
こ
三
事
例
だ
が
、
こ
れ
ら
は
史
書
か

ら
転
載
し
た
よ
う
な
日
付
つ
き
の
形
式
で
書
か
れ
て
お
り
、
北
宋
期
の

官
績
と
遣
い
、
年
月
の
順
に
並
べ
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
、
評
価
や
整
理

を
行
っ
て
い
な
い
。
ま
た
、
記
載
が
行
わ
れ
て
い
る
の
は
紹
照
初
(
一

一
九

O)
ま
で
で
あ
り
、
皇
帝
の
代
と
し
て
は
寧
宗
よ
り
前
の
も
の
だ

け
で
あ
る

(g。
こ
の
こ
と
は
、
『
戚
淳
臨
安
志
』
が
同
時
代
の
評
価

に
踏
み
込
ま
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
寧
宗
以
降
の
記

載
を
は
ば
か
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
以
降
を
同
時
代
と
し
て
認
識

し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

さ
ら
に
、
こ
の
官
績
項
目
を
『
景
定
建
康
志
』
を
は
じ
め
、
北
宋
期

の
『
長
安
士
丘
、
『
河
南
志
』
あ
る
い
は
元
代
の
大
都
を
描
い
た
『
析
津

士
山
』
と
い
っ
た
、
い
わ
申
る
都
城
の
地
方
志
と
比
較
し
て
み
る
。
(
拍
)
。

ま
ず
、
『
景
定
建
康
志
』
に
は
官
績
の
項
目
が
存
在
し
な
い
(
柑
)
。
先

行
す
る
北
宋
期
に
編
ま
れ
た
『
長
安
志
』
、
『
河
南
志
』
に
も
、
官
績
の

項
目
は
な
い
(
想
。
そ
し
て
、
『
析
津
志
』
に
お
い
て
も
、
や
は
り
官

績
の
項
目
は
存
在
し
な
い
(
引
)
。
こ
れ
ら
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
首
都

で
あ
り
な
が
ら
官
績
を
詳
細
に
書
い
て
い
る
『
成
淳
臨
安
志
』
の
特
殊

性
が
浮
き
彫
り
に
な
る
。
宋
代
杭
州
は
、
都
で
あ
り
な
が
ら
、
地
方
の

統
治
を
象
徴
す
る
項
目
で
あ
る
治
績
に
つ
い
て
詳
細
に
描
い
て
い
る
の

で
あ
り
、
言
い
換
え
れ
ば
杭
州
と
い
う
地
域
の
統
治
の
系
譜
を
無
視
で

き
な
い
状
態
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
白
背
景
に
は
、
杭
州
が
仮

の
都
「
臨
安
」
で
あ
り
、
北
宋
期
比
地
方
と
L
て
の
歴
史
を
棋
み
鼠
ね
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て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
、
官
僚
と
関
連
す
る
項
目
と
し
て
、
『
戚
淳
臨
安
志
』
の
末

尾
に
付
さ
れ
た
(
紀
遺
」
の
項
目
が
あ
る
。
こ
の
項
目
は
、
正
規
の
場

所
か
ら
こ
ぼ
れ
た
補
充
メ
そ
の
よ
う
な
部
分
で
あ
り
、
そ
の
中
に
は
官

績
と
関
わ
る
も
の
も
あ
る
。
紀
遺
項
目
に
載
せ
ら
れ
た
官
績
関
連
の
記

載
は
、
『
建
炎
以
来
繋
年
要
録
』
か
ら
白
引
用
が
多
い
が
、
長
編
か
ら

筆
記
ま
で
多
彩
な
引
用
元
記
載
を
も
っ
て
い
る
。
そ
の
中
で
も
、
北
宋

期
の
知
州
、
戚
綿
(
盟
)
と
孫
河
は
官
績
と
紀
遺
の
双
方
に
記
載
が
あ

り
、
別
表
二
で
比
較
し
て
み
る
と
、
官
績
に
書
け
な
い
も
の
を
紀
遣
に

入
れ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
例
え
ば
、
成
績
が
異
動
さ
せ
ら
れ
た
理

由
や
、
孫
河
が
左
遷
さ
せ
ら
れ
た
理
由
に
つ
い
て
は
紀
遣
に
入
れ
ら
れ

て
い
る
。
杭
州
の
繁
栄
を
示
す
地
方
志
と
し
て
、
官
績
は
あ
る
程
度
一

貫
し
て
、
成
功
し
た
宋
朝
に
よ
る
地
方
統
治
の
イ
メ
ー
ジ
を
提
示
せ
ね

ば
な
ら
ず
、
そ
の
基
準
に
そ
ぐ
わ
な
い
異
動
や
左
選
と
い
っ
た
内
容
や

『
建
炎
以
来
繋
年
要
録
』
の
よ
う
な
編
年
形
式
自
記
載
は
紀
遣
の
方
に

ま
と
め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
一
。

以
上
が
、
「
官
蹟
」
の
項
目
か
ら
み
た
『
威
淳
臨
安
志
』
で
あ
る
。

官
績
か
ら
わ
か
る
の
は
、
『
戚
淳
臨
安
志
』
は
宋
朝
の
統
治
に
よ
る

「
福
」
が
杭
州
に
ど
の
よ
う
な
恩
恵
を
与
え
た
か
を
明
確
に
す
べ
く
、

官
績
に
つ
い
て
詳
細
な
記
載
を
行
っ
て
い
る
こ
と
だ
。
朱
宣
需
の
書
物
由

来
の
記
載
な
ど
が
含
ま
れ
て
い
る
の
は
、
当
時
の
道
学
の
風
潮
に
編
者

も
影
響
を
受
け
た
こ
と
を
明
確
に
示
す
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
他
の

同
時
代
の
都
城
の
地
方
志
と
比
較
し
た
場
合
、
『
成
山
一
部
臨
安
志
』
が
地

方
統
治
の
系
譜
を
無
視
で
き
な
い
、
特
殊
な
地
方
士
山
で
あ
る
こ
と
が
よ

り
明
白
に
な
る
。
一
方
で
、
そ
の
記
載
目
的
は
杭
州
が
い
か
に
宋
朝
の

統
治
に
よ
っ
て
繁
栄
し
て
き
た
の
か
と
い
う
成
果
を
示
す
た
め
の
も
の

で
あ
り
、
そ
の
基
準
に
そ
ぐ
わ
な
い
史
料
は
「
紀
遺
」
に
記
さ
れ
る
に

と
ど
ま
っ
て
い
た
。

お
わ
り
に

本
稿
で
は
、
『
威
淳
臨
安
志
』
の
中
心
編
纂
者
で
あ
る
潜
説
友
と
社

会
背
景
に
つ
い
て
検
討
を
行
っ
た
ロ

『
威
淳
臨
安
志
』
は
、
南
宋
王
朝
の
成
果
と
現
在
の
繁
栄
を
記
録
し

称
揚
す
る
意
義
を
持
っ
て
い
た
。
編
者
の
潜
説
友
は
、
宰
相
の
賀
似
道

t
協
力
し
、
建
造
物
や
地
方
志
を
通
し
て
、
杭
州
の
総
合
的
な
繁
栄
を

演
出
し
て
い
た
の
で
あ
る
{
号
。
そ
こ
に
は
、
馬
光
祖
や
越
与
篇
な
と

の
先
行
す
る
文
化
的
指
導
者
に
対
抗
す
る
と
い
う
、
潜
説
友
自
身
の
課

題
が
あ
っ
た
。
地
方
志
に
お
け
る
記
載
は
、
通
常
は
地
域
の
税
目
な
ど

の
数
値
と
名
所
名
跡
を
示
す
も
の
で
あ
る
が
、
『
威
淳
臨
安
t
b
』
は
、

対
モ
ン
ゴ
ル
政
策
か
ら
離
れ
た
買
似
道
政
権
の
文
字
通
り
目
に
見
え
る

成
果
を
強
調
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
。

「
官
績
」
の
項
目
は
、
そ
の
地
域
を
統
治
し
て
昔
た
政
府
の
成
果
を

示
す
も
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
そ
の
記
載
内
容
由
取
捨
選
択
を
通
じ

て
、
地
域
の
人
々
に
と
っ
て
の
地
方
統
治
の
必
要
性
を
示
し
て
い
る
。

『
威
淳
臨
安
志
』
の
場
合
、
先
行
す
る
地
方
志
よ
り
も
詳
細
に
宮
績
を

記
し
て
い
た
。
南
宋
期
に
各
地
で
編
ま
れ
た
地
方
志
の
や
り
方
に
習

い
、
地
域
と
結
び
つ
い
た
地
方
統
治
を
描
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

『
戚
淳
嬬
安
志
』
は
、
先
行
す
る
『
景
定
建
康
志
』
と
同
様
に
「
行

在
諸
録
」
と
い
う
部
分
を
冒
頭
に
置
い
た
こ
と
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う

に
、
皇
帝
の
都
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
た
。
一
般
に
、
都
の
地
方
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志
は
皇
帝
に
帰
属
す
る
詔
勅
や
建
造
物
な
ど
を
重
視
す
る
た
め
、
地
方

統
治
に
関
す
る
記
述
は
比
較
的
薄
〈
な
る
。
し
か
し
、
『
戚
淳
臨
安
志
』

の
場
合
、
前
述
の
と
お
り
、
杭
州
の
「
福
」
、
最
終
的
に
買
似
道
と
潜

説
友
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
た
繁
栄
に
つ
な
が
る
要
素
を
表
現
す
る
必

要
が
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
都
城
の
地
方
志
と
し
て
は
側
外
的
に
、

「
官
績
」
を
は
じ
め
と
し
た
地
方
統
治
に
関
す
る
部
分
に
も
、
十
分
な

注
意
が
払
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

な
お
、
潜
説
友
は
の
ち
に
知
平
江
府
に
着
任
し
た
が
、
そ
こ
で
元
朝

に
降
伏
し
、
悪
評
を
負
担
つ
こ
と
に
な
る
。
後
任
の
知
平
江
府
が
有
名
な

文
天
祥
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
そ
の
比
較
が
史
家
に
印
象
付
け
ら
れ

悪
評
を
増
大
さ
せ
た
。
一
方
で
、
蘇
州
近
隣
の
土
人
に
は
、
彼
の
降
伏

に
よ
り
蘇
州
が
破
壊
を
免
れ
た
と
い
う
別
の
印
象
を
持
た
れ
、
ま
た
彼

の
出
身
地
で
あ
る
処
州
鱈
聖
書
で
は
「
名
地
方
宮
」
と
し
て
名
声
が
残
り

続
け
た
(
旬
。
そ
こ
に
は
、
彼
の
政
策
の
成
果
の
一
端
を
見
る
こ
と
が

で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

最
後
に
、
な
に
ゆ
え
『
戚
淳
臨
安
志
』
は
模
範
に
さ
れ
た
の
か
と
い

う
こ
と
を
考
え
て
み
る
。
ま
ず
、
編
纂
理
念
か
ら
考
え
て
み
る
と
、

『
戚
淳
臨
安
志
』
の
特
徴
は
、
大
規
模
に
し
て
詳
細
な
記
述
と
朝
廷
を

意
識
し
、
そ
の
統
治
を
強
調
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
先
行
す
る

「
景
定
建
康
志
』
か
ら
受
け
継
い
だ
も
の
で
あ
っ
た
。
『
景
定
建
康
志
』

は
後
の
裳
栴
へ
と
繋
が
る
、
明
州
婆
州
系
士
人
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の

中
で
制
作
さ
れ
た
(
出
)
。
そ
の
後
の
一
元
か
ら
明
初
に
か
け
て
、
史
書
編

纂
に
多
く
の
明
州
・
婆
州
系
士
人
が
関
わ
っ
て
い
た
が
{
号
、
同
時
期

に
中
央
政
府
が
地
方
志
編
纂
の
命
令
を
発
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
併
せ

る
と
、
地
方
志
の
編
纂
や
そ
の
形
式
に
も
影
響
を
与
え
て
い
た
と
考
え

ら
れ
る
。
新
た
に
地
方
志
を
作
ろ
う
と
す
る
後
世
の
地
方
志
編
者
に

と
っ
て
、
『
景
定
建
康
志
』
に
連
な
る
『
戚
淳
臨
安
志
』
は
模
範
と
な

る
べ
き
ル

1
ツ
の
一
端
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

次
に
、
杭
州
の
事
情
を
考
え
て
み
る
と
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、

『
戚
淳
臨
安
志
』
は
杭
州
の
国
家
に
対
す
る
功
績
の
大
き
さ
と
、
中
央

政
府
の
統
治
が
杭
州
に
も
た
ら
し
た
「
福
」
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
こ
と
に

あ
る
。
そ
の
た
め
、
後
に
『
乾
隆
杭
州
府
志
』
が
完
全
に
模
倣
し
た
よ

う
に
、
国
家
に
繋
が
る
地
方
志
と
い
う
形
式
の
モ
デ
ル
と
し
て
ふ
さ
わ

し
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か

(g。
そ
し
て
、
官
績
の
項
目
に
み

ら
れ
る
よ
う
に
、
一
方
で
は
南
宋
期
の
地
方
志
編
纂
の
潮
流
に
乗
っ

た
、
地
方
自
地
方
志
と
し
て
の
側
面
も
持
っ
て
い
た
。
元
以
降
、
杭
州

が
一
地
方
都
市
と
な
り
、
都
と
し
て
の
繁
栄
は
速
い
も
の
と
な
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、
潜
説
友
が
『
威
淳
臨
安
士
山
』
で
示
し
た
南
宋
末
臨
安
の

繁
栄
は
、
後
世
の
杭
州
統
治
者
や
住
民
に
と
っ
て
、
繁
栄
の
ノ
ス
タ
ル

ジ
ア
に
繋
が
り
う
る
一
も
の
で
あ
っ
た
(
想
。
こ
れ
ら
を
あ
わ
せ
て
考
え

る
と
、
『
威
淳
臨
安
志
』
は
中
央
の
意
図
に
合
致
し
、
杭
州
の
人
々
が

望
ん
だ
都
と
し
て
の
繁
栄
の
演
出
と
い
う
需
要
も
結
果
と
し
て
満
た

し
、
さ
ら
に
都
で
は
な
い
地
方
の
人
々
が
地
方
志
を
作
る
際
の
手
本
に

な
る
要
素
も
持
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
地
方
志
の
模
範
と
し
て
の
条
件

を
十
分
に
満
た
す
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

注(
1
)

小
二
回
章
「
「
名
医
」
か
ら
「
名
地
方
官
」
へ
泡
仲
沌
の

知
杭
州
治
績
に
見
る
「
名
地
方
官
像
」
の
形
成
」
(
『
早
稲
田
大

学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
』
五
三
輯
第
四
分
冊
、
二

O
O
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八
)
、
同
「
北
宋
初
期
の
地
方
統
治
と
治
績
記
述
の
形
成
!
知

杭
州
戚
給
・
胡
則
を
例
に
」
(
『
史
観
』
第
一
六
五
冊
、
ニ

O
一

一
)
、
同
「
方
志
と
地
域

l
杭
州
地
域
の
歴
代
地
方
志
「
官
績
」

項
目
を
例
に
」
(
『
史
滴
』
三
三
号
、
ニ

O
一
一
)
を
参
照
。
治

績
記
述
と
は
、
あ
る
地
方
官
の
統
治
の
結
果
を
描
い
た
記
述
で

あ
る
。
基
本
的
に
そ
の
統
治
を
称
賛
し
、
記
録
し
て
語
り
伝
え

る
た
め
に
記
述
さ
れ
る
。
そ
れ
を
人
々
が
引
用
し
て
文
章
な
ど

で
使
用
す
る
、
あ
る
い
は
改
め
て
評
価
を
行
う
こ
と
で
統
治
の

記
憶
が
重
層
伯
さ
れ
て
い
く
。
士
大
夫
階
層
全
体
か
ら
み
れ

ば
、
あ
る
べ
き
地
方
統
治
の
模
範
と
な
り
、
規
範
意
識
を
生
み

だ
す
。
ま
た
、
地
域
の
立
場
か
ら
見
れ
ば
、
自
ら
の
地
域
に
行

わ
れ
た
名
人
の
訪
問
あ
る
い
は
善
政
の
記
憶
で
あ
り
、
地
域
の

歴
史
を
語
る
よ
で
必
要
な
要
素
と
な
っ
て
い
く
。

(
2
)

地
方
志
に
関
す
る
先
行
研
究
と
し
て
は
、
青
山
定
雄
「
惰
唐

よ
り
宋
代
に
至
る
総
誌
及
び
地
方
誌
に
つ
い
て
」
(
同
『
唐
宋

時
代
の
交
通
と
地
誌
地
図
の
研
究
』
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
四

二
、
井
上
進
「
方
志
の
位
置
」
(
同
『
書
林
の
眺
望
』
、
平
凡

社
、
二

O
O六
)
、
前
村
佳
幸
「
宋
代
地
方
志
に
お
け
る
〈
テ

ク
ス
ト
〉
性
」
(
『
印
号
制
印
(
名
古
屋
大
学
)
』
一
巻
二
号
、
二

O
O三
)
、
須
江
隆
「
『
呉
郡
図
経
続
記
』
の
編
纂
と
史
料
性

宋
代
の
地
方
志
に
関
す
る
一
考
察
」
(
『
東
方
学
』
一
一
六
輯
、

二
O
O八
)
、
同
「
寧
波
方
志
所
載
言
説
孜

i
寧
波
の
地
域
性

と
歴
史
性
を
探
る
」
(
同
編
『
碑
と
地
方
志
の
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ

を
探
る
』
、
汲
古
書
院
、
ニ

O
一
二
)
、
ジ
ョ
セ
フ
・
デ
ニ
ス

(
吉
田
真
弓
訳
)
「
宋
・
元
・
明
代
の
地
方
志
の
編
纂
・
出
版
お

よ
び
そ
の
読
者
に
つ
い
て
」
(
前
掲
『
碑
と
地
方
志
の
ア
ー
カ

イ
ブ
ズ
を
探
る
』
)
、
陵
敏
珍
「
宋
代
地
方
志
編
纂
中
的
。
地

方
。
書
写
」
(
『
史
学
理
論
研
究
』
二

O
二
一
年
二
期
)
な
ど
が

あ
る
。

(
3
)

こ
れ
ま
で
の
『
威
淳
臨
安
志
』
に
関
す
る
研
究
は
、
主
に
方

志
学
自
立
場
か
ら
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
洪
娩
椿
『
斯
江
方

志
考
』
(
杭
州
新
江
人
民
出
版
社
、
一
九
八
四
)
、
黄
葦
『
方

志
学
』
(
上
海
復
且
大
学
出
版
社
、
一
九
九
三
)
、
顧
宏
義

『
宋
朝
方
志
考
』
(
上
海
・
上
海
古
籍
出
版
社
、
ニ

O
一
O
)
な

ど
を
参
照
。

(
4
)

近
藤
一
成
氏
は
、
編
者
潜
説
友
が
一
肩
書
に
し
た
「
権
戸
部
尚

書
兼
詳
定
」
が
、
威
淳
七
年
八
月
の
着
任
で
あ
り
、
同
十
月
に

は
知
臨
安
府
を
罷
免
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
一
応
の
成
書
時

期
を
こ
の
こ
ろ
と
推
測
し
て
い
る
。
「
南
栄
「
侵
臣
」
死
し

て
名
著
を
残
す
」
(
『
月
刊
し
に
か
』
二

O
O
一
年
一
一
月
号
、

大
修
館
書
庖
)
を
参
照
。
な
お
、
後
述
白
治
績
項
目
な
ど
、

『
威
淳
臨
安
志
』
に
は
威
淳
年
間
以
降
の
記
載
が
散
見
さ
れ
る

た
め
、
潜
説
友
の
手
を
離
れ
た
あ
と
作
成
が
続
け
ら
れ
て
い
た

可
能
性
が
高
い
。

(
5
)

当
時
ど
れ
ほ
ど
『
戚
淳
臨
安
士
山
』
が
流
布
し
て
い
た
か
は
、

明
ら
か
で
は
な
い
。
た
だ
、
明
清
期
杭
州
府
で
作
成
さ
れ
た
地

方
士
山
白
多
〈
が
こ
の
『
威
淳
臨
安
志
』
を
参
考
に
し
て
い
る
こ

と
を
考
え
る
と
、
編
集
者
が
(
残
紙
本
の
)
『
戚
淳
臨
安
志
』

を
見
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
間
違
い
な
い
。
小
二
田
章
前
掲

「
方
志
と
地
域
」
を
参
照
。
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(
6
)

朱
葬
尊
に
よ
る
八

O
巻
本
の
増
補
本
(
巻
六
四

1
六
六
、
九

。
、
九
八
:
一

O
Oを
欠
く
)
、
現
・
南
京
図
書
館
所
蔵
。

(
7
)

道
光
一

O
年
(
一
八
三

O
)
、
九
五
巻
本
を
基
に
、
黄
土
問

が
他
書
か
ら
巻
六
四
を
噌
補
L
、
校
勘
記
三
巻
を
別
附
し
た
九

六
巻
本
を
銭
塘
託
氏
振
締
堂
か
ら
刊
行
し
て
い
る
。
な
お
、
こ

の
巻
六
四
は
部
分
的
な
増
補
の
た
め
、
先
行
研
究
ら
を
見
る
限

り
、
現
在
の
残
存
巻
数
に
は
含
め
な
い
よ
う
だ
。

(
自
)
前
掲
『
掘
削
江
方
志
考
』
を
参
照
。
な
お
、
筆
者
が
静
嘉
堂
文

庫
に
て
該
版
本
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
を
見
た
と
こ
ろ
、
通
行

本
と
は
大
雪
な
差
異
は
な
い
も
の
の
、
全
体
に
抄
補
の
頁
が

あ
っ
た
。
そ
の
他
、
注
七
で
述
べ
た
よ
う
に
先
行
研
究
で
は

「
飽
廷
博
(
知
不
足
斎
)
が
宋
残
本
よ
り
補
っ
た
」
と
さ
れ
る

巻
六
五
と
六
六
は
他
本
か
ら
伝
記
を
配
さ
れ
た
よ
う
な
形
跡
が

あ
る
な
ど
、
興
味
深
い
差
異
が
あ
る
。
該
版
本
に
つ
い
て
は
稿

を
改
め
て
検
討
し
た
い
。

(
9
)

周
中
字
の
九
五
巻
本
の
政
文
、
前
掲
『
宋
朝
方
志
考
』
よ
り

転
引
。
な
お
、
「
中
訣
一
巻
」
と
は
巻
六
回
を
、
「
中
綾
田
巻
」

と
は
巻
九
O
及
び
九
八

1
一
O
Oを
指
す
。

(
叩
)
前
注
九
の
周
中
学
の
政
文
を
参
照
。

(
什
)
林
正
秋
『
漸
江
歴
史
文
化
研
究
』
(
北
京
・
中
国
文
史
出
版

社
、
二

O
O六
)
収
録
の
「
南
宋
臨
安
三
志
評
述
」
を
参
照
。

(
吃
)
前
掲
『
方
士
山
学
』
「
関
子
臨
安
三
士
山
」
を
参
照
。

(
氾
)
南
宋
期
地
方
志
の
編
纂
に
つ
い
て
は
、
呉
建
偉
「
宋
代
漸
江

方
志
編
纂
特
色
述
略
」
(
『
図
書
館
雑
誌
』
二

O
O九
年
八
期
)
、

周
佳
「
宋
代
知
州
知
府
与
当
地
図
経
、
方
志
纂
述
」
(
『
中
国
歴
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史
地
理
論
叢
』
二

O
O九
年
四
期
)
を
あ
わ
せ
て
参
照
し
た
。

(
叫
)
馬
光
祖
、
字
華
父
、
婆
州
東
陽
の
人
。
真
徳
秀
に
師
事
し
、

南
宋
晩
期
の
官
界
に
お
け
る
警
州
系
道
学
人
土
の
中
心
人
物
で

あ
っ
た
。
宝
祐
二
年
1
三
年
(
一
二
五
四

1
五
五
)
、
景
定
二

年
1
三
年
(
一
二
六
一

1
六
二
)
に
知
臨
安
府
も
務
め
、
潜
説

友
の
知
臨
安
府
在
任
時
に
は
中
央
に
て
知
枢
密
院
事
兼
参
知
政

事
を
務
め
る
(
戚
淳
四
年
1
五
年
[
一
二
六
九

1
七
O])
な

ど
、
直
接
影
響
を
与
え
る
関
係
に
あ
っ
た
。
し
か
し
、
政
治
的

に
は
買
似
道
の
公
国
法
に
反
対
す
る
な
ど
、
決
し
て
一
致
し
て

は
い
な
か
っ
た
。

(
市
)
周
応
合
、
字
淳
受
、
江
州
白
人
。
裳
栴
『
清
容
居
士
集
』
巻

-
一
七
「
周
瑞
州
神
道
碑
銘
」
、
及
び
湯
文
博
「
南
宋
方
志
学
家

周
応
合
考
述
」
(
『
安
徽
師
範
大
学
学
報
』
二
一
七
巻
五
期
、
二

O

O
九
)
を
参
照
。
後
に
彼
も
ま
た
買
似
道
に
反
発
し
て
迫
害
を

受
け
て
い
る
。

(
日
間
)
地
方
志
編
纂
以
外
で
も
、
馬
光
祖
は
周
応
合
を
ブ
レ
ー
ン
と

し
て
信
頼
し
、
長
江
防
衛
の
プ
ラ
ン
な
ど
意
見
を
聞
い
て
い
た

よ
う
だ
。
前
掲
衷
栴
「
田
川
瑞
州
神
道
碑
銘
」
を
参
照
。

(
げ
)
曾
藁
荘
ほ
か
編
『
全
衆
文
』
(
合
肥
・
安
徽
教
育
出
版
社
、

二
O
O六
)
に
は
、
「
潜
説
友
、
字
君
高
、
処
州
鱈
雲
の
人
。

淳
祐
四
年
(
一
二
四
四
)
の
進
士
。
嘗
て
知
建
徳
県
と
な
っ

た
。
戚
淳
二
年
三
月
、
枢
密
院
編
修
官
兼
権
刑
部
侍
郎
兼
権
右

司
郎
官
を
以
て
秘
書
丞
に
除
さ
れ
、
一
一
月
に
軍
器
少
監
に
除

さ
れ
、
四
年
に
朝
散
郎
直
華
文
閣
両
漸
運
副
を
以
て
司
農
少
卿

兼
知
臨
安
府
に
除
さ
れ
、
つ
い
で
措
置
両
断
運
司
主
な
り
、
戸
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部
尚
書
に
抜
摺
さ
れ
た
。
一

O
年
に
知
平
江
府
と
な
り
、
翌
年

城
ご
と
元
に
降
伏
し
た
。
後
に
李
雄
に
殺
さ
れ
た
」

k
書
か
れ

て
い
る
。
一
方
、
昌
彼
得
ほ
か
編
『
宋
人
伝
記
資
料
索
引
』

(
台
北
鼎
文
書
局
、
一
九
七
九
)
で
は
、
「
成
淳
六
年
、
中
奉

大
夫
権
戸
部
尚
書
知
臨
安
府
」
と
し
、
さ
ら
に
知
平
江
府
の
際

「
元
兵
が
至
る
と
城
を
棄
て
て
逃
げ
、
後
に
福
州
に
て
降
伏
し

た
」
と
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
彼
の
伝
記
は
元
々
の
記
載
分
量

が
少
な
い
こ
と
も
あ
り
、
混
乱
し
錯
雑
し
た
状
態
で
あ
る
。

(
叩
)
管
見
の
限
り
で
は
、
『
景
定
厳
州
統
志
』
巻
五
「
知
県
題
名
」

に
み
ら
れ
る
知
建
徳
県
の
事
積
、
『
延
祐
四
明
志
』
巻
五
「
人

物
考
哀
洪
」
な
ど
に
散
見
さ
れ
る
翫
東
提
挙
の
事
蹟
程
度
で

あ
る
。

(
均
)
威
淳
年
聞
に
つ
い
て
の
大
ま
か
な
流
れ
は
、
宮
崎
市
定
「
南

宋
末
の
宰
相
貰
似
道
」
(
『
宮
崎
市
定
全
集
一
一
宋
一
元
』
、
岩
波

書
底
、
一
九
九
二
、
初
出
『
東
洋
史
研
究
』
六
巻
三
号
、
一
九

四
一
)
、
山
内
正
博
「
南
宋
政
権
の
推
移
」
(
『
岩
波
講
座
世

界
歴
史
九
円
岩
波
書
席
、
一
九
七

O
)
、
梅
原
郁
「
南
宋
の
臨

安
」
(
同
編
『
中
国
近
世
の
都
市
と
文
化
』
、
京
都
大
学
人
文
科

学
研
究
所
、
一
九
八
四
)
、
何
忠
礼
『
南
宋
政
治
史
』
(
北
京

人
民
出
版
社
、
二

O
O八
)
、
方
建
新
『
南
宋
臨
安
大
事
記
』

(
北
京
a

人
民
出
版
社
、
二

O
O八
)
な

E
を
参
照
。

(
却
)
寺
地
遵
「
南
宋
末
期
、
公
旧
法
の
背
景
」
(
『
史
学
研
究
』
二

三
一
号
、
一
一

O
O
一
)
。
そ
の
他
、
同
「
買
似
道
の
対
蒙
訪
衛

構
想
」
(
『
広
島
東
洋
史
学
報
』
一
三
号
、
二

O
O九
)
を
参

照。

(
引
)
『
戚
淳
臨
安
志
』
巻
九
「
行
在
所
録
監
当
諸
局
威
淳
倉
」
。

な
お
、
こ
の
他
に
「
豊
儲
倉
」
「
端
平
倉
」
に
も
同
様
の
記
載

が
あ
る
。

(
怨
)
端
平
年
間
以
降
の
会
子
の
信
用
低
下
に
つ
い
て
は
、
高
橋
弘

臣
「
南
宋
臨
安
と
東
南
会
子
」
(
『
愛
媛
大
学
法
文
学
部
論
集
』

三
一
号
、
二

O
一
一
)
を
参
照
。

(
お
)
『
成
淳
臨
安
志
』
巻
九
(
行
在
所
録
監
当
諸
局
会
子
庫
」
。

他
に
「
造
会
紙
局
」
に
も
関
連
の
記
載
が
あ
る
。

(
剖
)
高
橋
弘
臣
「
南
宋
の
皇
帝
祭
栢
と
臨
安
」
(
『
東
洋
史
研
究
』

六
九
巻
四
号
、
二

O
一
一
)
を
参
照
。

(
お
)
牢
獄
か
ら
罪
人
が
い
な
く
な
る
こ
と
は
善
政
の
象
徴
で
あ

り
、
地
方
官
が
奏
上
し
、
朝
廷
が
そ
の
地
方
官
を
表
彰
す
る
と

い
う
仕
組
み
に
な
っ
て
い
た
。
獄
空
に
つ
い
て
は
、
石
川
重
雄

日
米
代
的
獄
空
政
策
」
(
『
唐
宋
法
律
史
論
集
』
、
上
海
上
海
辞

書
出
版
社
、
二

O
O七
}
主
議
。

(
部
)
『
成
淳
臨
安
志
』
巻
一
八
「
彊
域
三
星
土
日
辰
社
稜
」
。

(
U
)

『
威
津
臨
安
志
』
巻
一
一
一
「
彊
域
六
橋
道
御
街
」
。
近

年
、
御
街
の
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
、
張
建
庭
主
編
『
南
宋
御

街
』
(
杭
州
・
漸
江
人
民
出
版
社
、
二

O
O六
)
が
そ
の
報
告

及
び
こ
の
記
載
と
の
比
較
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
、
林
正
秋

「
試
探
南
宋
杭
州
城
市
建
設
的
成
就
与
特
点
」
(
『
杭
州
師
範
大

学
学
報
』
三

O
O八
年
五
期
)
は
そ
の
都
市
町
中
の
位
置
づ
け

に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。

(
部
)
高
橋
弘
臣
「
南
宋
臨
安
城
外
に
お
け
る
人
口
の
増
大
と
都
市

領
域
の
拡
大
」
(
『
愛
媛
大
学
法
文
学
部
論
集
』
三
一
一
号
、
二

O
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O
七
)
、
問
「
南
宋
臨
安
の
下
層
民
と
都
市
行
政
」
(
『
愛
媛
大

学
法
文
学
部
論
集
』
二
一
号
、
二

O
O六
)
、
原
瑠
美
「
西
湖

開
溶
小
史
|
南
宋
臨
安
研
究
に
よ
せ
て
」
(
『
ア
ジ
ア
史
研
究

(
中
央
大
学
)
』
三
四
号
、
二

O
一
O)
な
ど
を
参
照
。

(
却
)
『
威
淳
臨
安
士
山
』
巻
三
二
「
山
川
十
一
湖
上
蘇
公
堤
」
。

他
に
も
「
小
新
堤
」
「
湖
山
堂
」
「
放
生
池
」
と
い
っ
た
項
目
が

見
え
る
。

(
初
)
『
威
淳
臨
安
志
』
巻
一
二
三
「
山
川
十
二
湖
中
六
井
」
。
杭

州
に
お
い
て
生
活
用
水
の
確
保
は
歴
代
地
方
官
の
課
題
で

あ
っ
た
。
佐
藤
武
敏
「
唐
宋
時
代
都
市
に
お
け
る
飲
料
水
の
問

題
|
杭
州
を
中
心
に
」
(
『
中
国
水
利
史
研
究
』
七
号
、
一
九
七

五
)
を
参
照
。

(
引
)
南
宋
臨
安
の
澗
廟
・
寺
観
に
つ
い
て
は
、
牢
振
宇
「
南
宋
臨

安
城
寺
廟
分
布
研
究
」
(
『
杭
州
師
範
学
院
学
報
』
二

O
O八
年

第
一
期
)
を
あ
わ
せ
て
参
照
し
た
。

(
担
)
『
威
淳
臨
安
志
』
巻
七
一
「
洞
和
一
善
順
廟
」
。
他
に
も

「
手
応
廟
」
「
嘉
沢
廟
」
な
ど
が
あ
る
。

(
お
)
例
え
ば
、
「
成
淳
臨
安
志
』
巻
一
四
「
行
在
所
録
禁
衛
兵
」

の
「
殿
司
纂
漸
江
水
軍
」
に
は
、
宝
祐
二
年
(
一
二
五
四
)

に
二
八
O
O人
で
創
設
さ
れ
た
水
軍
が
、
戚
淳
四
年
(
一
二
六

八
)
に
一
万
人
に
増
額
さ
れ
て
い
る
記
事
が
見
え
る
。

(
担
)
『
威
淳
臨
安
志
』
巻
五
二
「
官
寺
一
清
明
平
軒
」
。

(
缶
)
『
戚
淳
臨
安
志
』
巻
五
二
「
官
寺
一
見
廉
掌
」
。

(
お
)
『
戚
淳
臨
安
士
山
』
巻
五
六
「
文
事
府
学
」
。
宮
崎
市
定
前
掲

「
南
宋
末
の
宰
相
頁
似
道
」
で
は
、
政
権
に
異
議
を
唱
え
る
学

生
を
懐
柔
す
る
政
策
を
行
っ
た
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
一
環
で
も

あ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
他
、
黄
震
『
賞
氏
日
抄
』
巻
九
七
「
墓
誌

銘
」
の
「
処
士
張
君
濡
人
林
氏
墓
誌
」
に
は
節
婦
を
丁
重
に

弔
っ
て
称
賛
を
受
け
る
潜
説
友
が
措
か
れ
て
い
る
。

(
釘
)
『
戚
淳
臨
安
志
』
巻
九
七
「
紀
遺
九
紀
文
詩
」
の
「
大
侍

平
草
寅
貌
公
旧
題
於
潜
道
中
」
に
見
ら
れ
る
買
似
道
と
潜
説
友

の
唱
和
な
ど
。
そ
の
他
、
同
室
田
巻
三
七
「
山
川
十
六
井
城

内
外
」
で
は
、
龍
井
白
題
額
を
書
し
た
こ
と
が
記
載
さ
れ
て
い

ス旬。

(
犯
)
馬
光
祖
に
つ
い
て
は
、
『
宋
史
』
巻
四
一
六
「
列
伝
馬
光

祖
」
な
ど
の
伝
記
に
見
ら
れ
る
知
建
康
府
の
称
賛
付
き
の
評
価

や
、
『
景
定
建
康
志
』
の
各
項
目
に
見
ら
れ
る
称
賛
を
参
照
。

趨
与
範
に
つ
い
て
は
、
高
橋
弘
臣
「
南
宋
後
半
期
の
臨
安
に
お

け
る
都
市
政
策
|
地
方
志
の
記
述
と
記
憶
を
め
ぐ
っ
て
」
(
『
平

成
二
三
年
度
愛
媛
大
学
法
文
学
部
人
文
系
担
当
学
部
長
裁
量
経

費
研
究
成
果
報
告
書
』
、
二

O
二
一
)
に
て
既
に
指
摘
さ
れ
て

い
る
。
な
お
、
馬
光
視
は
呉
泳
『
鶴
林
集
』
巻
二
一
ニ
「
与
馬
光

祖
互
奏
状
」
に
お
い
て
、
地
方
統
治
の
失
敗
を
厳
し
く
糾
弾
さ

れ
て
い
る
。
ま
た
趨
与
欝
も
、
高
橋
弘
臣
同
論
文
に
お
い
て
、

称
賛
と
実
態
の
地
方
統
治
と
が
か
け
離
れ
て
い
た
可
能
性
を
指

摘
さ
れ
て
い
る
。
両
者
共
に
「
政
策
の
過
酷
な
面
を
隠
蔽
し
よ

う
と
す
る
」
記
載
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

(
お
)
馬
光
祖
に
つ
い
て
は
、
裳
梢
『
清
容
居
士
集
』
巻
コ
一
三
「
先

君
子
蚤
承
師
友
晩
固
期
貞
習
益
之
訓
伝
於
過
庭
述
師
友
淵
源

録
」
に
み
え
る
そ
の
評
価
と
周
囲
の
交
友
関
係
を
参
照
。
超
与
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鱒
に
つ
い
て
は
、
『
呉
興
備
志
』
巻
一
三
に
あ
る
伝
記
に
見
ら

れ
る
よ
う
な
、
楊
簡
(
慈
湖
)
に
師
事
し
「
節
斎
先
生
」
と
言

わ
れ
た
一
面
を
持
っ
て
い
た
。

(
判
)
象
徴
的
な
史
料
が
哀
栴
『
清
容
居
士
集
』
巻
三
三
「
先
大
夫

考
述
」
に
見
ら
れ
る
。
税
未
納
分
の
取
り
立
て
を
言
い
た
て
て

き
た
潜
説
友
(
当
時
漸
西
提
挙
)
に
対
L
、
震
洪
(
著
者
の

父
)
は
「
馬
公
(
光
祖
)
と
の
取
り
決
め
」
を
持
ち
だ
し
最
後

ま
で
拒
絶
す
る
の
で
あ
る
。

(
削
)
具
体
的
に
は
、
『
成
淳
臨
安
志
』
中
の
前
掲
「
端
平
倉
」
「
小

新
堤
」
「
六
井
」
な
ど
。

(
担
)
前
掲
衰
栴
「
先
君
子
蚤
承
師
友
期
間
晩
固
貞
習
益
之
訓
伝
於
過

庭
述
師
友
淵
源
録
」
に
は
、
『
賢
治
通
鑑
』
の
注
で
知
ら
れ
る

胡
三
省
が
、
買
似
道
に
見
出
さ
れ
て
史
館
に
留
め
ら
れ
、
『
資

治
通
鑑
』
の
検
討
に
没
頭
で
き
た
旨
が
書
か
れ
て
い
る
。
直
援

の
言
及
は
な
い
が
、
買
似
道
(
と
潜
説
友
)
が
史
書
に
対
し
関

心
を
持
っ
て
い
た
こ
と
、
馬
光
祖
や
衷
洪
に
連
な
る
明
州
-
婆

州
系
士
人
に
対
し
、
貰
似
遣
の
ほ
う
も
そ
の
文
化
的
能
力
に
目

を
つ
け
、
傘
下
に
置
こ
う
、
と
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
の

で
あ
る
。

(
岨
)
『
宋
史
』
巻
四
七
四
「
列
伝
姦
臣
貰
似
道
」
を
参
照
。

な
お
、
同
様
の
文
章
が
『
宋
季
三
朝
政
要
』
巻
六
「
度
宗
」
の

戚
淳
四
年
の
項
目
に
も
見
ら
れ
る
。
な
お
、
山
内
正
博
前
掲

「
南
宋
政
権
の
推
移
」
に
お
い
て
は
、
こ
の
買
似
道
の
記
載
減

少
を
「
(
度
宗
が
頁
似
道
を
)
敬
し
て
遠
ざ
付
た
」
も
の
と
し

て
い
る
が
、
宮
崎
市
定
前
掲
「
南
宋
末
の
宰
相
買
似
道
」
が
述

べ
て
い
る
よ
う
に
、
後
世
の
歴
史
書
編
纂
の
際
に
意
図
的
な
記

事
の
選
択
が
行
わ
れ
た
可
能
性
も
あ
る
。

(
日
明
)
近
藤
一
成
前
掲
「
南
宋
「
倭
臣
」
死
し
て
名
著
を
残
す
」

を
参
照
。

{
特
)
小
二
回
章
前
掲
「
方
志
と
地
域
」
、
同
前
掲
「
北
宋
初
期
の

地
方
統
治
と
治
績
記
述
の
形
成
」
、
向
前
掲
「
「
名
臣
」
か
ら

「
名
地
方
官
」
へ
」
な
ど
を
参
照
。
な
お
、
こ
こ
で
扱
う
『
威

淳
臨
安
志
』
白
官
績
項
目
は
、
巻
四
六
か
ら
四
九
「
秩
官
」
の

宋
代
部
分
を
主
に
用
い
る
。

(
括
)
小
二
回
章
前
掲
「
「
名
臣
」
か
ら
「
名
地
方
官
」
へ
」
を
参

照。

(
訂
)
例
と
し
て
、
周
涼
白
記
載
の
一
部
は
こ
の
よ
う
で
あ
る
。

「
(
乾
道
五
年
)
四
月
十
一
日
、
涼
が
上
奏
し
て
言
う
に
は
、

「
揮
水
清
水
・
保
安
の
三
つ
の
水
門
は
修
理
が
終
わ
り
ま
し

た
。
も
し
可
能
な
ら
、
官
一
員
を
派
遣
し
て
水
門
監
視
役
と

し
、
水
門
兵
に
時
々
開
閉
さ
せ
る
の
を
管
轄
さ
せ
て
随
時
水
が

流
れ
る
よ
う
に
し
、
河
道
が
堆
積
物
で
塞
が
ら
な
い
よ
う
に
し

た
く
。
本
府
の
大
小
使
臣
の
中
か
ら
(
派
遣
す
る
官
を
)
お
選

び
く
だ
さ
い
』
と
。
こ
れ
に
従
う
。
」

(
拍
)
宋
敏
求
纂
修
『
長
安
志
』
、
同
『
河
南
志
』
を
参
照
。
熊
夢

孫
纂
修
『
析
津
志
』
に
つ
い
て
は
、
既
に
原
本
は
侠
失
し
て
い

る
た
め
、
北
京
図
書
館
善
本
組
輯
『
析
津
志
輯
供
』
(
北
京
古

籍
出
版
社
、
一
九
八
三
)
を
使
用
し
た
。
な
お
、
今
回
の
比
較

は
官
績
項
目
の
形
式
な
ど
に
限
っ
た
も
の
で
あ
り
、
本
格
的
な

首
都
・
階
都
ら
都
城
の
地
方
志
の
特
徴
検
討
、
さ
ら
に
地
方
志
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の
南
北
差
と
い
っ
た
問
題
に
つ
い
て
は
、
別
稿
を
待
ち
た
い
。

(
柑
}
官
績
に
関
す
る
項
目
は
な
い
が
、
巻
二
四
「
官
守
士
山
」
に
は

歴
代
知
州
の
名
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
明
代
の
陪
都
と

し
て
の
地
方
志
で
あ
る
程
嗣
功
纂
修
『
菖
麿
応
天
府
志
』
で

は
、
巻
二
四
・
二
王
「
窟
蹟
伝
」
に
て
充
実
し
た
官
績
の
記
載

が
行
わ
れ
て
い
る
。

(
印
)
「
名
宮
」
と
い
う
項
目
が
あ
る
が
、
内
容
は
「
同
地
域
で
活

躍
し
た
官
僚
・
軍
人
」
で
あ
っ
て
、
地
方
統
治
の
業
績
を
顕
彰

す
る
も
の
で
は
な
い
。
同
書
は
大
半
が
侠
失
し
て
い
る
た
め
、

本
来
官
績
の
項
目
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
不
明
で
あ

る
。
な
お
、
時
代
が
下
っ
た
消
代
の
綴
蓋
孫
桑
修
『
光
緒
順
天

府
志
』
で
は
、
巻
八
か
ら
巻
十
「
名
富
」
の
項
目
の
大
半
が
と

の
『
析
津
志
』
か
ら
の
引
用
で
あ
り
、
や
は
り
地
方
統
治
の
業

績
に
関
し
て
は
少
な
い
ま
ま
で
あ
る
。

(
引
)
こ
れ
ら
二
つ
の
北
宋
期
の
地
方
志
は
、
都
城
と
し
て
の
機
能

の
み
を
取
り
出
し
た
、
い
わ
ゆ
る
都
城
志
で
あ
っ
て
、
今
回
扱

う
都
城
の
地
方
志
の
概
念
と
完
全
に
同
じ
と
は
言
い
難
い
。
た

だ
、
都
城
に
つ
い
て
記
載
す
る
態
度
を
検
討
す
る
際
の
比
較
に

は
一
定
の
有
効
性
を
持
つ
。

(
砲
)
戚
給
に
つ
い
て
は
、
小
-
一
回
章
前
掲
「
北
宋
初
期
の
地
方
統

治
と
治
績
記
述
の
形
成
」
を
参
照
。

(
日
)
潜
説
友
は
杭
州
以
外
の
漸
江
全
域
に
も
そ
の
政
策
を
広
げ
て

い
た
。
『
威
淳
臨
安
士
山
』
巻
一
ニ
七
「
山
川
十
六
井
余
杭
県
」

に
は
、
「
潜
公
井
」
と
い
う
自
分
の
名
入
り
の
井
戸
を
作
ら
せ

て
い
た
こ
と
が
み
え
る
。
な
お
、
賞
展
『
黄
氏
日
抄
』
巻
八
七

「
記
」
の
「
臨
安
府
昌
化
県
重
建
平
翠
倉
記
」
、
「
乾
隆
絹
雲
県

志
』
巻
三
「
学
校
士
山
書
院
」
の
「
独
峰
書
院
」
に
も
、
知
臨

安
府
と
し
て
、
杭
州
以
外
に
も
「
善
政
」
を
行
う
潜
説
友
が
描

か
れ
て
い
る
。

(
日
)
悪
評
に
つ
い
て
は
、
前
の
注
一
七
を
参
照
。
『
洪
武
蘇
州
府

t
E
』
以
降
白
蘇
州
の
地
方
志
は
、
「
名
宜
」
の
項
目
に
周
密

『
受
辛
雑
識
』
に
由
来
す
る
、
潜
説
友
の
降
伏
に
よ
り
蘇
州
は

屠
城
を
免
れ
た
と
す
る
記
載
を
引
用
す
る
形
で
潜
説
友
を
記
載

す
る
。
ま
た
、
潜
説
友
の
出
身
地
で
あ
る
絹
雲
県
で
は
、
潜
説

友
に
対
す
る
肯
定
的
な
評
価
や
記
載
が
多
い
ほ
か
、
南
宋
後
期

に
限
り
「
潜
」
姓
の
土
人
た
ち
が
活
躍
し
て
い
た
様
が
う
か
が

え
る
。
『
乾
隆
結
雲
県
志
』
巻
六
「
人
物
志
富
績
」
な
ど
を
参

回
。
処
州
の
地
域
士
人
層
か
ら
身
を
立
て
た
潜
説
友
と
、
彼
を

謀
殺
し
た
と
さ
れ
る
福
建
出
身
の
王
積
翁
を
と
り
ま
く
宋
末
元

初
期
の
道
学
あ
る
い
は
地
域
的
派
閥
の
関
係
と
い
う
テ
l
マ

は
、
宋
元
交
替
時
の
士
人
層
の
動
向
と
い
う
問
題
と
も
関
わ

り
、
非
常
に
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
。
稿
を
改
め
て
考
え
て
み

た
い
。

(
日
)
婆
州
系
士
人
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
そ
の
地
方
志
に
対
す
る
取

り
組
み
に
つ
い
て
は
、
ピ

l
タ
・
ポ
ル
(
高
津
孝
訳
)
「
地
域

史
の
勃
興
南
宋
・
元
代
の
婆
州
に
お
け
る
歴
史
地
理
学
と

文
化
」
(
高
津
孝
編
『
中
国
学
の
パ

l
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
』
、
勉
誠

出
版
、
二

O
一
O
)
を
参
照
。
前
掲
衰
栴
「
先
君
子
蚤
承
師
友

晩
固
難
車
習
益
之
訓
伝
於
過
庭
述
師
友
淵
源
録
」
を
見
る
と
、

委
州
と
明
州
の
士
人
達
に
少
な
く
な
い
結
び
つ
き
が
あ
っ
た
こ
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と
が
う
か
が
え
る
。
黄
寛
重
(
見
域
光
威
訳
)
(
両
宋
時
代
の

政
策
と
士
風
の
変
化
」
(
『
中
国

l
社
会
と
文
他
』
二
四
号
、
二

O
O九
)
は
こ
の
よ
う
な
南
宋
後
期
に
お
け
る
士
人
達
の
一
不
ツ

ト
ワ
ー
ク
と
地
方
志
編
纂
事
業
の
関
係
を
「
郷
土
意
識
の
成

熟
」
と
い
う
見
地
か
ら
分
析
す
る
。
『
威
淳
臨
安
士
山
』
の
編
纂

も
、
彼
ら
を
引
き
付
け
る
文
化
事
業
と
し
て
潜
説
友
(
買
似

道
)
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

(
弱
)
元
に
お
い
て
は
衰
栴
を
は
じ
め
と
す
る
明
州
系
士
人
が
史
書

編
纂
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
た
。
稲
葉
一
郎
『
中
国
史
学

史
の
研
究
』
第
五
部
第
一
章
「
哀
栴
と
『
延
祐
四
明
志
』
」
(
京

都
大
学
学
術
出
版
会
、
二

O
O六
)
を
参
照
。

(
貯
)
小
二
田
章
前
掲
「
方
志
と
地
域
」
で
は
、
官
績
項
目
を
中
心

と
し
な
が
ら
、
歴
代
の
杭
州
の
地
方
志
の
形
式
な
ど
の
比
較
を

行
っ
て
い
る
。
特
に
興
味
深
い
の
は
、
清
の
乾
隆
帝
の
南
巡
に

伴
い
、
冒
頭
に
「
行
在
諸
録
」
を
模
倣
し
た
「
震
章
」
を
立
て

て
い
る
『
乾
隆
杭
州
府
志
』
で
あ
る
。

(
切
)
呉
自
牧
『
夢
梁
録
』
や
周
密
『
武
林
旧
事
』
な
ど
の
臨
安
回

願
を
行
う
書
物
の
多
〈
が
、
『
戚
淳
臨
安
士
山
』
に
材
料
を
求
め

て
い
る
点
か
ら
も
う
か
が
え
る
。


